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Foreword
患者主体の救急医療圏の構築により病院が活性化
地域住民からの信頼により「地域医療」が充実　 高橋　正彦 氏

Feature 1
開かれた地域医療連携の取り組み
～ 長崎・あじさいネットワークはなぜ成功したか～ 
Ⅰ 座談会　あじさいネットワークのキーパーソンが語る「地域医療連携の成功のポイント」
医師会と基幹病院の“ヒューマンネットワーク”が持続可能でオープンな
地域医療連携ネットワークを実現
小尾　重厚 氏　木村　博典 氏　松本　武浩 氏　柴田　真吾 氏
Ⅱ あじさいネットワーク参加施設の声
情報提供病院　社会福祉法人十善会 十善会病院
診療所（利用側）　藤井外科医院
Ⅲ 地域医療連携のための最新ソリューション
SaaS型地域医療ネットワークHumanBridgeを販売開始

Feature 2
診療力＆経営力をアップさせる医師事務作業補助者の活用
Outline
医師事務作業補助者の育成・確保対策とその活用　瀬戸　僚馬 氏
Model Case　
聖路加国際病院における診療力＆経営力を上げる医師事務作業補助者の活用　原茂　順一 氏
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※本誌の内容は、弊社ホームページ内の“ヘルスケアソリューション”
（URL  http://jp.fujitsu.com/solutions/medical/L  http://jp.fujitsu.com/solutions/medical/L ）に、PDFデータで掲載いたします。
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Case Study　病院編 Ⅰ
川崎医科大学附属病院
“医療は患者のためにある”の創設理念に基づき、大学病院でノンカスタマイズ、成長型の
電子カルテを稼働させる

Feature 1
 開かれた地域医療連携の取り組み
～ 長崎・あじさいネットワークはなぜ成功したか～ 
Ⅰ 座談会 
あじさいネットワークのキーパーソンが語る「地域医療連携の成功のポイント」
医師会と基幹病院の“ヒューマンネットワーク”が
持続可能でオープンな地域医療連携ネットワークを実現
小尾　重厚 氏　木村　博典 氏　松本　武浩 氏　柴田　真吾 氏
Ⅱ あじさいネットワーク参加施設の声　
情報提供病院 社会福祉法人十善会 十善会病院
あじさいネットを導入して“救急から在宅まで”の地域医療連携に活用

診療所（利用側） 藤井外科医院
あじさいネットは開業医の診療のレベルを向上する
Ⅲ 地域医療連携のための最新ソリューション　

SaaS型地域医療ネットワークHumanBridgeを販売開始
Feature 2　
診療力＆経営力をアップさせる医師事務作業補助者の活用
Outline

医師事務作業補助者の育成・確保対策とその活用　瀬戸　僚馬 氏
Model Case

聖路加国際病院における診療力＆経営力を上げる
医師事務作業補助者の活用　原茂　順一 氏

Special Contribution
クレーム対策　─ノウハウと実践　医療機関代理人弁護士の立場から─　棚瀬　慎治 氏

HOPE VISION Report　

豊富なノウハウを集結した中堅規模病院向け電子カルテシステム　富士通株式会社
Case Study　病院編 Ⅱ　
医療法人早石会 早石病院
部門システムと連携したオーダリングシステムの構築により、診療での情報共有と業務の効率化に成果

Topics　
特定医療法人康和会 札幌しらかば台病院
電子ペーパーによる診察進行状況の可視化で、待ち時間の不安を軽減

Information　
東日本大震災 FUJITSU  Report

2011 June
14Vol.

→2 page

→ 23 page

→ 26 page

→ 9 page

→ 5 page

→ 9 page

この度の東日本大震災により被災された皆様には
心よりお見舞いを申し上げます。

皆様の安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。



　東日本大震災で被災された皆様に

は、衷心よりお見舞い申し上げます。

多くの医療関係の方々が、被災地の救

援に懸命に尽力されていることに、深

く感銘を受けています。私たちとして

も、災害医療を含め、今後のさらなる

医療提供体制の最適化を進めていきた

く考えています。

　栃木県、埼玉県、千葉県の県境にあ

る茨城西南医療センター病院は、救命

救急センターを擁し、古河・板東保健

医療圏に加え、隣県の救急医療の重責

を担っています。当院の場合、長年救

急医療に力を注いできたことに加え

て、他県からの救急車を受け入れる体

制を整備したことで、2000 年に救命

救急センターの指定を受けました。

　その体制を整備する上で設立された

のが、茨城西南医療センター病院救命

救急センター連絡協議会です。現在、

茨城県のほか、栃木県、群馬県、埼玉

県、千葉県から、地区医師会や医療機

関、消防機関などが参加しています。

また、2002年の消防庁次長・厚生労働

省医政局長連名通知「メディカルコン

トロール協議会の設置促進について」

を受けて、当連絡協議会では、BANDO

メディカルコントロール協議会を発足

させました。現在は 5県、5医師会、

18病院、18消防本部、4行政機関で構

成しています。

　この救急医療体制が、当地域の医療

の姿を変えました。かつて私が群馬県

の病院に勤務していた時に、東京都内

の病院に患者を救急搬送したのです

が、救急車は各医療圏内しか搬送しな

いため、県境ごとに乗り換えなければ

なりませんでした。しかし、当院では、

地域間の医療、消防、行政の連携がで

きているため、迅速な対応ができてい

ます。当院の救命救急センターへの

救急患者搬送数の割合を見ると、茨城

県内が 75％で、それ以外は他県から

となっています。これは全国的にもめ

ずらしいことです。元来、二次医療圏

は消防の組織に準じた市町村で構成さ

れていましたが、私たちの地域では

救急患者主体の救急医療圏が構築でき

たのです。

　当院が救急医療に力を入れたことは、

病院経営の観点からも、プラスとなっ

ています。前身の猿島協同病院に赴任

した 1988 年当時、赤字額は 14億円に

も上っており、非常に厳しい経営状況

でした。そこで、救急医療の強化を図

ることとし、職員に救急医療の大切さ

を説いて意識の徹底を図りました。ま

た、筑波大学の医学部生が、病院研修

で当院での救急医療を経験することに

より、卒業後に当院への勤務を希望す

るようになるなど、人材の育成も進め

ました。こうした取り組みにより、職

員の意識が変わっていき、病院の経営

改善にもつながるようになりました。

私が院長に就任した 1992 年度には単

年度の黒字となり、以降経営状態が好

転して、現在では累積でも黒字化して

います。

　救急患者主体の医療圏を構築できた

ことは、周辺地域の住民にとっても、

非常にメリットがあります。たとえ県

境を越えても必ず救急患者を受け入れ

てくれる病院があるということは、安

心感にもつながります。

　そして、救急で来た患者さんやその

家族が、再び当院で診療を受けるよう

になり、当院にとっては患者数の増加

というメリットに結びついています。

患者数が増えたことにより、当院は急

性期病院に特化して、病病連携に積極

的に取り組むことができるようになり

ました。毎年懇話会を開催し、病院の

トップ同士が意見を交換しています。

その成果として、現在では 4 県で

30 以上の病院間で、連携の実績を築

きました。これによりDPC病院であ

る当院にとっては在院日数の短縮化に

もつながるなど効果を上げています。

一方で、連携先の病院も医療の質を上

げようと努力するようになってきまし

た。ある病院では、職員数を増やした

り、設備投資をするなどしています。

当院を中心に地域全体で救急医療体制

を整備したことが、地域医療の充実に

も結びついているのです。

　いま日本の救急医療は大きな問題を

抱えていますが、積極的に取り組むこ

とは大きな効果を生むことになりま

す。職員の活力が上がって、院内の連

携、チーム医療がうまくいくようにな

り、医療の質も上がります。さらには、

患者さんからも高い評価を得ることに

もなり、それが病院経営にもプラスに

なります。まず救急患者を受け入れる

体制をつくり、患者さんや住民、医療

機関との信頼関係を築きながら、患者

主体の医療を地域ぐるみで取り組んで

いくことが、これからの地域医療に求

められているのだと思います。■

茨城西南医療センター病院では、周辺医療機関、消防機関、自治体な
どと連携し、二次医療圏を越えた救急医療圏を構築しています。救急
医療に取り組んだことが医療の質の向上と経営改善に結びつくとともに、
病病連携によって周辺の医療機関にも良い効果が表れ、地域住民か
ら信頼を得ることにつながっています。

患者主体の救急医療圏の構築により病院が活性化
地域住民からの信頼により「地域医療」が充実

高橋　正彦 氏

社団法人日本病院会副会長、JA茨城県厚生連茨城西南医療センター病院名誉院長
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高橋　正彦 氏（たかはし　まさひこ）
1968年慶應義塾大学医学部卒業。国立小児病院
（現・国立成育医療研究センター）外科などを経
て、77年に筑波大学臨床医学系小児外科講師。
84年から 2年間ハーバード大学医学部客員研究
員となり、88年に猿島協同病院（現・茨城西南
医療センター病院）の副院長、92年に同院院長。
2001年に筑波大学大学院講師、2007年から同
大学臨床教授兼任。2009 年から同院名誉院長。
日本病院会副会長、全国公私病院連盟常務理事、
全国厚生連病院長会名誉会長などを務める。
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HOPE ユーザーに学ぶ
導入から運用までの実際病 院 編Ⅰ

ションにも力を入れており、2002 年

にはわが国初の回復期リハビリテー

ション病棟を開設して、多職種によ

る早期・365 日のリハビリにより、患

者さんの職場復帰に貢献しています。

また2007年にがんセンターを設立し、

2008 年には地域がん診療連携拠点病

院に指定されています。

ノンカスタマイズ型電子カルテ
の導入で医療の標準化をめざす

Q：地域における貴院の役割を教え
てください。

角田氏：当院では、2004 年の臨床

研修必修化以後、初めて卒業 3 年目

以上のレジデントに週１回の院外研

修を認め、現在百数十名が岡山県内

および近県の医療施設に出向してい

ます。さらに、岡山県内外の施設か

らの要請に応じ、2009 年からは学

外診療支援として、医長以上の数十

名が専門外来、手術指導、画像読影

などを行うことで、地域医療の質の

向上に貢献しています。

学病院とは一線を画するところだと

思います。

　その原則に基づき、当院では開院

以来、徒歩で来院される患者さんか

ら三次救急まで、すべての患者さん

を 24 時間 365 日受け入れてきまし

た。2001 年にはドクターヘリ事業を

開始して死亡率と後遺症の低下に実

績を上げ、また小児救急にも注力し

ています。今回の東日本大震災では、

翌日には最初の

DMAT チームを

現 地 に 派 遣 し、

その後も引き続

き被災者の心の

ケアを含めた医

療チームを派遣

しています。

　リハビリテー

「医療は患者のために」を実践し
救急医療、教育に取り組む

Q：貴院の特徴を教えてください。
角田氏：当院では学園創立以来、医

療は患者さんのためにあるという原

則を掲げ、その理念を貫いてきまし

た。患者さん中心の医療の提供が最

も重要であり、そこに教育と研究が

ついてくるという考え方は、他の大

大学附属病院の役割とIT化のねらい
最先端医療の提供と教育病院の役割を果たすため
創立40周年の節目に電子カルテ導入

“医療は患者のためにある”の創設理念
に基づき、大学病院でノンカスタマイズ、
成長型の電子カルテを稼働させる
操作性を含めたスタッフの高い評価で 
安定稼働と業務の効率化を実現

川崎医科大学附属病院
電子カルテシステム「HOPE/EGMAIN-GX」

川崎医科大学附属病院
〒 701-0192
岡山県倉敷市松島 577
TEL 086-462-1111
FAX 086-462-7897
URL  http://www.kawasaki-m.ac.jp/

hospital/

川崎医科大学附属病院は、倉敷市の北東部にて 1973 年に開院しました。 
2000 年からは全面的な増改修工事に着手し、1970 年の学園創立から 40 年の
節目にあたる 2010 年に完了。外来・病棟の居住面積の拡充や、臓器・機能別
のセンター制に最適化した構造として、患者さんのための医療の実現をめざし
ています。そして、そのインフラ整備の仕上げとして HOPE/EGMAIN-GX を
2010 年 1 月に導入し、医療の標準化と業務の効率化に効果を上げています。

interview
角 田　 司 院長

種本　和雄 副院長

村 上　 進 医療資料部課長

山本　大志 医療資料部副主任

角 田　 司 院長 種本　和雄 副院長
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システム選定と導入体制
ベンダーを集めたコンペティションで
現場スタッフが実際に操作した上で選定

納得してもらえま

せんでしたが、説

明会で何度も話す

うちに、いまでは

全員がこのことを

理解してくれてい

ると思います。

山本氏：カスタマ

イズを積み重ねて

いくと、現場の満足度は上がっても、シ

ステムとしてはどんどん不安定になって

しまいます。HOPE/EGMAIN-GX 

では、いまのところ大規模なシステ

ム障害は起こっていません。また、

カスタマイズしないことにより、コ

ストが抑えられるメリットもあると

思います。

Q：医療資料部の役割についてご説
明ください。

村上氏：医療資料部は2010年4月に、

電子カルテをはじめとする病院情報

システムや診療記録を統括管理する

部門として発足しました。大きく 3 つ

の部署に分けられ、電子カルテシス

テムを担当する医療情報システム担

当、診療記録を管理する病歴担当、

外来診療録の管理と合わせて紙文書

のスキャンを行うスキャンセンター

に、総勢 30 名が在籍しています。

山本氏：医療情報システム担当は、病

院情報システムの状況をオンラインで

モニターし、障害やトラブルへの対応

を行っています。現場からの問い合わ

せ窓口としてコールセンターを設置

し、4 名のスタッフが遠隔で画面を共

有しながら対応します。操作に関す

る問い合わせは、電子カルテ導入当

初は 1 日 100 件程度ありましたが、

いまは 20 ～ 30 件程度になりました。

また、当院には 40 台の端末を備えた

医療情報システム実習室があり、新

任スタッフへの初期操作教育や、医

療福祉大学の医療情報学科や医療秘

書学科の学生向けに医療情報システ

ムに関する教育を行っています。

ノンカスタマイズの導入で 
安定したシステム運用を実現

Q：HOPE/EGMAIN-GX が 選 択
された経緯をお聞かせください。

種本氏：まず 10 社近くのベンダーに

説明会を開いてもらい、そこから 4 社

に絞り込みました。そして院内の大

会議室で“ミニホスピタルショウ”の

ような形でのコンペティションを行

い、スタッフにシステムを自由に触っ

てもらって、意見を集めたのです。特

に、電子カルテの導入によって大き

く業務が変わる医師・看護師の意見

を中心に、もともと入っていたオー

ダリングシステムのベンダーを替え

ることのデメリットも含めて総合的

に判断し、最終的に富士通の HOPE/

EGMAIN-GX を選択しました。

Q：ノンカスタマイズ型の電子カル
テに対する不安はありましたか。

種本氏：私自身は、どのような製品

であっても、設計者がいろいろと考

えてつくっているのだから、その意

図を汲みながら使うべきだと思って

います。電子カルテも、例外ではあ

りません。病院の意図はマスタ整備

などのレベルで盛り込むことができ

る の で す か ら、

設計者の意図を

無視した改造で

負荷をかけ、全

体のパフォーマ

ンスを低下させ

るべきではあり

ません。初めは

職員になかなか

川崎医科大学附属病院

Q：そのような役割の中で、IT化を
どう位置づけられていますか。

種本氏：地域の最先端医療を担う役

割と、教育病院としての役割から、

医療の標準化はきわめて重要です。

また、最先端の医療を進める上では、

スタッフ間の情報の共有が欠かせま

せんし、患者さんへの情報の公開が

必要となることもあるでしょう。

2001 年の時点では、まだ納得のい

く電子カルテがなかったため、オー

ダリングシステムまでしか入れな

かったのですが、医療の標準化と情

報の共有を図るためには、やはりカ

ルテの電子化が必須であると考えて

いました。

村 上　 進 医療資料部課長

診察室での電子カルテ運用風景 医療資料部のコールセンター。操作方
法や障害に 4 名のスタッフが画面を共
有して対応します。

40 台の端末を備えた医療情報システム
実習室。新任スタッフや川崎医療福祉大
学の学生教育などに活用されています。

山本　大志 医療資料部副主任
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導入メリットと今後の展望
情報共有の効果と安定稼働で 
電子カルテ導入の効果を実感

アップという形で、当院にもスムー

ズにフィードバックされることを期

待しています。

村上氏：近々、1 回目のバージョン

アップを考えているのですが、その

ために一時システムを止めなければ

なりません。当院は 24 時間、救急

を受け入れなければならない病院で

すから、バージョンアップにかかる

時間をできるだけ短縮してもらいた

いと思っています。

　保守の面でも、システム障害によ

る停止や診療への影響は最小限にし

なければなりません。例えば、コン

ピュータウイルスを除去する対策ソ

フトを発展させるように、予知可能

な障害やエラーは事前にとらえて、

システムを止めることなく修復でき

るような安定稼働の仕組みを期待し

ています。

角田氏：電子カルテ化されてから、

各科のサマリを見てチェックしてい

るのですが、特に内科系の医師は非

常に細かく記載しており、スムーズ

に導入できたことを実感していま

す。これからも、患者さん中心の医

療のために情報を共有し、生かして

いきたいと思っています。■

Q：HOPE/EGMAIN-GXの導入の
メリットを教えてください。

角田氏：スタッフ全員が共通の認識

を持つことで病院全体としての意思

統一が可能になり、また、臨床の現

場においても、多職種がお互いをカ

バーし合って患者さんに対応できる

ようになったと思います。

種本氏：手書きより明らかに早く入

力することができ、紹介状や退院サ

マリなども楽につくれるようになり

ました。電子カルテと大型プロジェ

クターによって、カンファレンスの

利便性も向上しました。

　オプション機能では、医師ごとに

自由に画面構成を組み替えられるマ

ルチカルテビューアの機能が使いや

すいですね。

　看護師の評価も高く、全看護師へ

のアンケートをとったところ、97％

が電子カルテ化して良かったと回答

しています。理由としては、カルテ

に記載したいのに他のスタッ

フが使っていて書けないなど、

紙カルテを取り合う状況の解

消や、医師の記載内容をリア

ルタイムで見られることなど

が挙げられていました。

　稼働直前には泊まり込みで

作業するなど大変な思いもし

ましたが、その労力に見合う

だけのアウトカムは得られた

と考えています。

山本氏：医療資料部として最

重視していたシステムの安定

稼働は、達成できています。

また、紙カルテのときには外

来や入院時のカルテ搬送のた

めに 20 人近くのスタッフが必

要でしたが、電子カルテ導入

により省力化し、大幅なコスト削減

（CO2 換算で約 15トン / 年の削減効

果）につながっています。

クリティカルパスの適用拡大と
成長型システムの今後に期待

Q：今後の展望をお聞かせください。
種本氏：いま課題となっているのが、

クリティカルパスの利用率を上げる

ことと、出力紙の削減です。手元の

端末で簡単にプリントアウトできる

ため、読んですぐ捨てるような紙を

安易に出力しているようです。電子

カルテ化では、ペーパーレスという

ことも当然考えていましたので、運

用を含めて検討していきます。

山本氏：カスタマイズをしないこと

で安定稼働が実現できましたが、今

後もこの安定性を持続させていくこ

とと、HOPE/EGMAIN-GX の“成

長型システム”という特長、すなわ

ち全国のユーザーによってブラッ

シュアップされた機能がバージョン

●電子カルテシステム
●オーダリングシステム
●看護支援システム

診療部門

○診療記録
・利用者認証
・受付患者一覧
・予約患者一覧
・病棟受持患者一覧
・患者マップ
・カナ氏名検索
・ブラウザ
・エディタ
・プロファイル
・病名・プロブレム
・セット・辞書
・経過表
○ツール等
・テンプレート
・病名マスタ連携
・診療マスタ連携
・シェーマ
○病棟業務
・ベッドコントロール
・病床管理
・患者スケジュール

○オーダエントリー
・予約オーダ
・処方オーダ
・注射オーダ
・処置オーダ
・検査オーダ
・放射線オーダ
・生理/内視鏡オーダ
・手術/麻酔オーダ
・輸血オーダ
・リハビリオーダ
・透析オーダ
・移動・給食オーダ
・指示簿オーダ
・レジメンオーダ
・DPCオーダ
・歯科オーダ
○チェック
・オーダチェック
・診療チェック
○看護支援
・看護診断
・看護計画
・看護指示
・看護記録

○その他
・退院サマリ
・文書作成
・患者情報伝達
・カルテ印刷
・検歴参照
・紹介患者管理
・クリティカルパス
・レジメン
・診療レポート
・検査ラベル

○資源管理システム

○カルテ参照

○診療DWH

HOPE/EGMAIN-GX

○チーム医療
○ナレッジセット
○ヒストリカルビュー
○マルチカルテビューア
○eXChart
○重症経過表

HOPE/EGMAIN-GX オプション

検体検査システム採血･尿検査
ラベル発行

（スタンドアロン）
動画ファイリング
システムシステム

脳波
ファイリング

MWM

CRシステム

DICOM取込・出力
システム

脳波
ファイリング

細菌検査システム

感染症（ICT）システム

病理システム

輸血管理システム

内視鏡ファイリングシステム

放射線レポートシステム

心電図ファイリングシステム

内視鏡検査システム（電子カルテ機能）

PACS

放射線検査システム（電子カルテ機能）

生理検査システム（電子カルテ機能）

輸血セーフティーマネージメント（電子カルテ機能）

検査部門

医事システム
医事部門（受付・会計窓口）

栄養管理システム
給食部門

薬剤管理システム
薬剤部門

物品管理システム
物流部門

病歴管理システム
病歴部門

ナースコール

看護勤務割システム

生体モニタ接続

NICUモニタ接続

NICU Booster

検査部門

放射線部門

手術管理システム
手術部門

透析管理システム
透析部門

リハビリ管理システム（電子カルテ機能）
リハビリ部門

診療報酬債権管理システム

診察券発行機

自動再来受付機

外来表示盤

駐車券認証機

給料引き落とし

自動入金機

債権管理システム

健診システム

統合ファイリングシステム

文書作成･管理システム

診断書作成システム

自科検査（耳・眼・泌）ファイリングシステム

リスクマネジメントシステム

診療DWH

原価管理システム

川崎医科大学附属病院の医療情報システム構成図



医師会と基幹病院の“ヒューマンネットワーク”が
持続可能でオープンな地域医療連携ネットワークを実現

あじさいネットワークのキーパーソンが語る「地域医療連携の成功のポイント」座 談 会

あじさいネットワーク（以下あじさいネット）は、大村市を中心とした医師会と基幹病院の密接な関係からスタートし
ました。地域医療連携のひとつのモデルとなりつつあるあじさいネットは、どのような経緯で誕生し、発展していっ
たのでしょうか。あじさいネットの創生期から、立ち上げに携わり中心的な役割を果たしてきた4名のキーパーソン
にお集まりいただき、地域医療連携を発展させるためのポイントとノウハウを語っていただきました。

2004年、大村市を中心にスタートしたNPO法人長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会（通称：あじ
さいネットワーク）は、現在、長崎県下に拡大し情報提供側施設12病院、参加医療機関142、登録患者数
1万6000人以上と順調に成長を続けています。あじさいネットワークでは、NPO法人による第三者機関の
運営、会費制による自律的で継続可能なサービス体制、組織やベンダーにとらわれないオープンなシステム運
用など、地域医療連携ネットワークのモデルとなる先駆的な取り組みが行われています。今回のFeature1では、
あじさいネットワークの成功の要因を、キーパーソンによる座談会と参加施設の取材を通してお聞きしました。

 開かれた地域医療連携の取り組み
～ 長崎・あじさいネットワークはなぜ成功したか～

座 談 会

　あじさいネットワークのキーパーソンが語る
　「地域医療連携の成功のポイント」❺

あじさいネットワーク参加施設の声

　情報提供病院 /十善会病院
　診療所（利用側）/ 藤井外科医院❾

地域医療連携のための最新ソリューション

　SaaS 型地域医療ネットワーク
　HumanBridge を販売開始 

園田武治（ 富士通株式会社ヘルスケアソリューション事業本部医療ソリューション事業部長、あじさいネット創生時の富士通担当SE）ファシリテータ

中川　昌彦 （ 富士通株式会社ヘルスケアソリューション事業本部医療ソリューション事業部第五ソリューション部部長）
石黒　満久 氏（ 株式会社NTTデータ保険・医療ビジネス事業本部戦略企画室市場開発担当課長）
伊藤　龍史 氏（株式会社エスイーシー情報処理事業本部医療システム事業部長）

オブザーバー

 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携 開かれた地域医療連携の取り組みの取り組みの取り組みの取り組みの取り組みの取り組み
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小尾　重厚 氏（ 大村市医師会会長、長崎地域医療連携ネットワークシステム協議会会長）
木村　博典 氏（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　情報管理運営部長）
松本　武浩 氏（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療情報学准教授）
柴田　真吾 氏（社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院　医療情報企画部長）

出席者

小尾　重厚 氏 木村　博典 氏 松本　武浩 氏 柴田　真吾 氏
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◎創生期
“囲い込み”ではない地域医療連携のための
オープンでフラットな組織を構築
園田：あじさいネットの発祥の地である大村医師会の小
尾会長から、最初の経緯からお話いただけますか。

小尾氏：あじさいネットは 2004年 10月に稼働しました
が、大村市医師会ではコンピュータの2000年問題をきっ

かけに IT化に取り組み始め、理事会のメーリングリスト

構築などを行いました。厚生労働省の「保健医療分野の

情報化にむけてのグランドデザイン」などで電子カルテ

導入の機運が高まる中で、長崎医療センターの電子カル

テ化の動きがあり、それに合わせて地域医療連携の ITを

使ったネットワーク化を進めたのが最初のきっかけです。

　大村市は人口約 9万人ではありますが、基幹病院とし

て国立の長崎医療センター、自治体の大村市民病院、県

立の長崎県精神医療センターがあり、IT化の以前から医

師会と各医療機関の良好な関係があって、緊密な“ヒュー

マンネットワーク”を築いていました。医師会と大村市

民病院には、“オレンジ封筒”という仕組みがあり、医師

会の会員施設から、この封筒を使って市民病院に患者さ

んを紹介すると、外来で優先して診察してもらえました。

すでに開業医が診ているから、“地域の再診患者”であり、

市民病院では初診扱いはしないという考え方でした。

木村氏：長崎医療センターでは、2004年にオーダリング
システムから電子カルテへ移行しましたが、導入準備の

段階で院内から電子カルテの情報を共有した“地域医療

連携”への対応の要望があがり、また、2003年に地域医

療支援病院の認定を受けたこともあって、医師会に当院

の電子カルテの情報共有の話を持ちかけました。ところ

が、1つの医療機関とのネットワークでは、“囲い込み”

になるという判断から、医師会から地域全体のネットワー

クを構築して、医療の質を上げることをコンセプトにし

ましょうという提案があり、2003年に大村市で「地域医

療 IT化検討委員会」が発足したのがスタートです。

柴田氏：大村市民病院は赤字の自治体病院だったことも
あって、2000 年当時には病院の IT化は手つかずの状態

でした。それがかえって地域連携を前提とした話を進め

やすくした側面もあり、大村市の自

治体病院として長崎医療センターと医

師会の連携に取り残されるのは大変な

ことになると考えて、“あじさいネット

には参加するべきだ”と院内を説得

して、私が自治体病院の担当者とし

て参加することになりました。

●  ITをスパイスにした病診連携
の活性化がポイント

園田：2001年度の経済産業省の実証

事業など、これまで全国でITを利用した地域医療連携ネッ

トワーク構築の取り組みが展開されましたが、どこも苦

労しています。その中で、あじさいネットが成功してい

る理由は何ですか。

松本氏：あじさいネットの基本の考え方は、IT導入が目
的ではなく病診連携をよりスムーズに進めることでした。

地域での紹介、逆紹介をより活発化することが目的で、

ITはあくまで調味料として使うというコンセプトでし

た。地域医療ネットワークがうまく機能しないのは、地

域全体で連携するという発想よりも、医師会や 1つの医

療機関の都合による、“囲い込み”が前提になっていたこ

とだと思います。われわれは、第三者機関の協議会を設

立して医師会の情報担当理事と 2つの病院が、同じテー

ブルについてオープンな議論を進めました。スタート時

点からこの有料サービスに30もの施設が参加しているの

ですが、これは、事前に地域ネットワークの役割やメリッ

トについて説明会や広報を行って啓蒙活動を地道に行っ

てきたからです。また、参加候補施設に対しては、運用

開始の前後にニーズ調査（アンケート）を行いました。

情報をオープンにして、こういう情報を提供できますが、

参加しませんかという問いかけをして、多くの医療機関

が参加しやすい状況をつくっていきました。

◎基盤づくり
第三者機関の設置、全例同意、会費制など
事業の継続が可能な体制を採用
園田：具体的なコンセプトや制度づくりはどのように進
められたのでしょうか？

●HIV診療支援ネット（A-net）を参考に
松本氏：われわれも初めての取り組みでしたので、手さ
ぐりでしたが、その時に参考にしたのが厚生省（当時）

のHIV診療支援ネットワークシステム（A-net）でした。

A-net は、HIV患者の診療情報の共有により質の高い診

療を提供しようと構築されたもので、全国のエイズ診療

拠点病院をネットワークでつないでいました。実は、定

款や協議会という名称、同意書の書式などもA-net を参

考にしました。国が薬害補償の一環として、全国のエイ

座 談 会

佐世保市

東彼杵郡

大村市

諫早市

島原市
長崎市

大村市

長崎市

参加状況（郡市医師会別）

総数：142

基幹病院（情報提供施設） 12施設

【大村地区】

長崎医療センター 市立大村市民病院

【長崎地区】

長崎大学病院

長崎市立市民病院

長崎原爆病院

済生会長崎病院

十善会病院

聖フランシスコ病院

光晴会病院

井上病院

長崎記念病院

他

■あじさいネットワーク運用状況（2011年 6月現在）
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ズ患者に対してセキュアで質の高い医療を提供する目的

で構築された仕組みならば、間違いないだろうと考えた

わけです。現在、あじさいネットで行っている、情報の

共有、提供に関しては全例で同意書を取ること、ハード

ウェアVPNでの構築、参加者に対する運用講習会受講

の義務づけなどは、すべてA-net を参考に取り入れたも

のです。

柴田氏：具体的な情報のハンドリングでは、同意の形成
の考え方、情報提供する側の見解、責任分界を含めた誰

が同意書を取るのかなどで、すべて議論の中で決めてい

きました。あじさいネットは、誰かが決めたルールを使

うのでなく、議論の中で医師会の先生方にも理解してい

ただきながら進めたことが、運用がうまくいった根幹で

はないでしょうか。

●情報、予算を扱う責任組織としてNPO化
園田：土台づくりとして、具体的に組織づくりはどのよ
うに進められたのですか？

柴田氏：連携ネットワークを、特定の医療機関による“囲
い込み”ではなく、地域の医療機関による自律的な活動

として行うために、第三者機関として“協議会”の設立

を提案し最初は任意団体協議会を設立しました。NPO化

したのは、2005年 10月です。NPO化のねらいは、法人

格を持つことで資金的な借り入れの基盤となること、寄

付や行政機関との協業などが可能になることです。やは

り患者情報や、会費など運営費なども取り扱うことにな

りますので、NPOという法人格を持つことで、運用はあ

じさいネットNPOが責任を持っていますという説明責

任を果たすことができます。

●補助金がなくても継続する仕組みをつくる
園田：もうひとつの課題は、コストです。システムの構
築だけではなく、運用、保守を含めた費用の負担をクリ

アにしないと、事業の継続が難しくなります。そのあた

りはどのような方法で解決していったのでしょうか。

柴田氏：最初に与えられた命題が、「補助金なしで継続す
る仕組みをつくれ」ということでした。徹底した議論の

結果、補助金に代わる費用として、参加施設からの会費

で運営する仕組みとしました。参加施設の料金設定は、

初期費用（入会金）5万円、月額使用料 4000円、ウイル

ス対策ライセンス料を年間 3000 円としています。また、

最初に 700万円を借り入れて、設備投資などを行いまし

た。借金までしてやったところはあじさいネットだけで

はないでしょうか。その設備や運用にしても、当初、少

しだけサーバやルータを保有しましたが、協議会の内部

には物を持たないように徹底して維持・保守がいらなく

なるような方向で進めました。

松本氏：あじさいネットには医師会全体で協力すること
を前提にしようということで、医師会単位での入会とい

う“団体料金”をつくったのも、ひとつのアイデアでし

たね。個人では入会金 5万円のところ、医師会単位で参

加すれば一括 200万円で、個々の会員の入会金は取らな

いようにしました。

◎拡大期
大村での成功事例をベースにして長崎市へ
拡大、12基幹病院、142施設に発展
園田：2009 年 4月から、長崎市での運用がスタートして
大村、諫早から全県へと拡大していったわけですが、県

下への展開をどのように進められましたか。

松本氏：あじさいネットは、設立当初からいずれは長崎
県全体に広げることを意識していましたので、ネーミン

グも長崎県全体をイメージした「あじさい」としました。

長崎市医師会は会員数が 500と県下では最大の組織です

が、長崎市の先生方も大村など他地域の動向を見ながら

地域 ITネットワークに大きな興味を持っていたという

バックグラウンドがありました。

　長崎には、あじ さいネットと同時期に活動を始めた“長

崎在宅Dr. ネット”という、開業医の連携による在宅医

療の取り組みがあり、あじさいネットの長崎市への展開

にはこのメンバーが中心となりました。この在宅Dr.ネッ

トの取り組みは大村市に波及して、あじさいネットと在

宅Dr. ネットが行き来したかたちになりました。長崎の

在宅Dr. ネットの中心メンバーが、ほどんど長崎市医師

会の情報処理委員会の委員を務めており、モチベーショ

ンが高く積極的に情報を集めて、共通規格で、みんなが

参加できるネットワークにしようということで、実績が

あり評価も高いあじさいネットの採用が決まりました。

園田：長崎市での導入は、実際にはどのように進められ
たのでしょうか。

松本氏：ポイントは、規模の大きい長崎市でどうやって
多くの病院が同じテーブルにつくかでしたが、大村市で

のスタート前とまったく同じ方法で進めました。ただ、

やはり規模が大きいので、大村市では 1年半でできたこ

とが、長崎市では 3年半かかりました。ただこの月日は

必須かと言われれば、進め方次第だと思います。

●地域での統一 IDを発行して利便性を向上
柴田氏：もうひとつは、協議会という第三者機関が ID
を付与する仕組みを提唱したことが、情報提供病院が増

える長崎市への拡大の時に評価されました。各病院のシ

ステムは独立した仕組みのままで、あじさいネットの中

で IDを共通にしました。本来ならば 10 病院があれば

IDとパスワードで 10個ずつ、計 20個必要なところを、

統一 IDを発行してパスワードだけ変えてもらうことで、

11個で済ませることができる仕組みを提供しました。

園田氏：長崎市への拡大がスムーズに進んだ要因はどこ

「
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座談会出席者。左よりファシリテータの園田、柴田氏、木村氏、
小尾氏、松本氏
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でしょうか？

柴田氏：あじさいネットの取り組みが評価されてきたこ
とが大きいですよね。大村市医師会の担当理事の先生方

が、実際の取り組みやメリットを全国で発表されて注目

されてきたというところもあったと思います。

小尾氏：臨床で利用している先生による、メリットを実
感した現場からのメッセージが大きかったのでしょう

ね。実際に、私もあじさいネットを活用して診療の中で

患者さんに説明したり、検査依頼したCT画像を診療所

で参照したりとフルに活用しています。患者さんの評判

もいいですし、診察の空いた時間に自由に使うことがで

きて、これを体験すると、あじさいネットがなくては診

療できないと感じるぐらい非常に便利です。

柴田氏：あじさいネットがなければ、通常の診療ができ
ないと言ってくださる先生方もいますよね。

木村氏：最初は、メンテナンスなどでシステムを停止し
てもほとんどクレームがなかったのですが、今は若干調

子が悪ければ、「診療ができない」とすぐに電話がかかっ

てきます。やはり実際の診療の中で患者さんを前にして

説明をしたり、診断に利用したり、かかりつけ医の実診

療に使われているのですね。

松本氏：実際に、あじさいネットを利用されている診療所
の先生方の中には、あじさいネットで情報提供していない

基幹病院には紹介が少なくなりつつあると言われる方もお

られます。反対に、基幹病院側にとってはネットワークに

参加しないと乗り遅れるという状況になりつつあります。

◎マルチベンダー方式
施設や企業にとらわれない患者中心の医療
連携システムをめざす
園田：あじさいネットのもうひとつの特徴は、マルチベ
ンダー方式です。富士通だけでなく、ID-Link のエスイー

シー、認証システムのNTTデータなど、複数の企業が

参画し、各病院のベンダーの異なるさまざまなシステム

が接続されています。

松本氏：運用開始当初のシステムは、長崎医療センター
の電子カルテをメタフレーム技術を使って、インターネッ

トVPN上で他施設の端末から画面を共有する仕組みで

したので、ベンダーの違いは意識する必要がありません

でした。ところが、複数の病院で共有するためには、画

像ならばDICOM規格などに規格を統一する必要があり

ます。それを地域連携システムで最初に実現したのが

ID-Link でした。また、2009年度の総務省の「ICT経済・

地域活性化基盤確立事業（「ユビキタス特区」事業）」の

中で、あじさいネットをフィールドとした「地域医療連

携ASP・SaaSのための医療分野向けプラットフォーム

事業化に係る実証実験」が採用され、NTTデータや

ASP・SaaS・クラウドコンソーシアム（ASPIC）など

と実証事業でポータルやシングルサインオン（SSO）の

構築を行いました。

● 富士通の“地域連携”は“HumanBridge”へ発展
園田：富士通では地域連携のソリューションについては
HOPEというブランド名をはずして、マルチベンダーを

基本にしたソリューションをめざすということで

「HumanBridge」に名称を変更しました。製品というより

もコンセプトを表すのに近い名称です。また、それぞれ

のベンダーも当然コストを下げる努力はすべきであり、

富士通としてもHumanBridge では標準規格として、SS-

MIX標準化ストレージのHL7などに対応して、他ベン

ダーとのシステム連携にも配慮しています。地域連携は、

今後いろいろな地域で広がっていくと思いますので、そ

こは常に心がけて手がけていきたいと思います。

● 地域の医療機関による自律的な活動と
誰でもが簡単に使えるシステムの構築がポイント

園田：最後に、地域医療連携ネットワークを推進しよう
という方々にアドバイスをいただけますか。

柴田氏：地域連携を成功させるためには、何を“入れれ
ばいい”のでしょうかと聞かれることがあるのですが、

何を“すればいいか”を考えてくださいということです。

小尾氏：ほとんどの診療データはすでにデジタル化され
ていますので、それを患者さんを中心に情報を共有して、

開業医が無理なく利用でき、医師にも患者さんにも理解

しやすいシステムが構築できれば自然と活用されていく

のではないでしょうか。さらに、ネットワークを利用し

て最新の医療のエビデンスが提供される「どこでもMy

医局」といったような環境が構築されれば、私のような

還暦を越えた医師でも時代に遅れない最新の医療が提供

できるのではないかと思います。年配の医師でも自由に

使えるような IT環境になっていくともっといいのかな

と私は思います。

園田：貴重なご意見をいただきました。これを読んだ方々
の参考になればと思います。ありがとうございました。■

座 談 会



大村市医師会を中心としてスタートしたあじさいネットワーク（以下あじさいネット）は、2009年から長崎市に
拡大し、全県的な規模に成長しつつあります。2011年 5月現在で情報提供病院12、参加医療機関142に
発展したあじさいネットの参加施設の中から、 長崎市の十善会病院と藤井外科医院の活用の現況を紹介します。

〒850-0905
長崎市籠町7-18
TEL 095-821-1214
FAX 095-824-4315
URL  http://www.

juzenkai-
hospital.or.jp/
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地域脳卒中センターを中心に
救急から在宅まで地域医療に貢献

　十善会病院は、1875 年に福岡柳

川藩の御典医だった高木文章が開設

した「十善寺病院」まで遡る歴史あ

る病院です。1958 年に社会福祉法

人に改組され、“救急から在宅まで”

の理念のもと地域医療の中核的な役

割を担うと同時に、生活困窮者など

社会的弱者を対象とした医療を提供

してきました。長崎の原爆投下後に

は、被爆者の医療活動に貢献したこ

とで、地域からの信頼が厚い病院で

す。小川繁晴理事長は、診療の現況

について次のように述べています。

　「年間の救急車の搬入台数は2000台

を超えて、長崎では大学病院に次ぐ

件数で地域の救急医療を担っていま

す。地域脳卒中センターの役割もあ

り脳神経外科の救急搬送が多いので

すが、一般内科、整形外科など、す

べての科で救急医療には献身的に取

り組んでいます。当院の歴史的経緯

や社会的使命があり、住民からの信

頼が厚いこともあって職員も高い意

識を持って診療にあたっています」

あじさいネットへの参加を
視野に入れて電子カルテを導入

　同院では、2008 年 12 月に電子カ

ルテシステムHOPE/EGMAIN-NX

を導入しました。その経緯を小川理

事長は「当初はオーダリングシステ

ムまでという流れもあったのです

が、あじさいネットへの参加の話も

あり、地域での情報共有のためには

電子カルテ化が理想であると考えて

導入を進めました」と述べています。

　同院では、地域連携室を設置し開

放型病床（5床）を設けるなど、地

域医療連携には積極的に取り組んで

います。在宅医療や終末期医療など

では“長崎在宅Dr. ネット”と密接

に連携してきました。長崎市医師会

は 2009 年 2月にあじさいネットに

参加しましたが、同院は、長崎大学

病院、長崎市民病院、長崎原爆病院

などの情報提供病院のひとつとして

参画しました。あじさいネット参画

のねらいについて小川理事長は次の

ように述べています。

　「医師不足などによる地域医療の

崩壊を防ぐには、医療機関の機能分

化や医療資源の再配分を進めること

が重要です。その一方で分化した機

能を結びつけるためには、ITを活用

したネットワークの構築が必要不可

欠です。ネットワークを

利用した医療連携には、

救急、一般診療、在宅と

いったフェーズが考えら

れますが、あじさいネッ

トではまず一般診療の部

分で連携を期待して参画

しました。また、病院と

あじさいネットワーク参加施設の声

かかりつけ医が患者様の医療情報を

共有することで、重複診療の防止、

医療の効率化、医療費の削減が図れ

るなど、一貫した医療を継続するこ

とができるようになり、患者サービ

スの向上や主治医との信頼関係の深

化など、患者様にとってもメリット

があると考えています」

　医療連携には、地域医療ネット

ワークシステム HOPE/ 地域連携

（現：HumanBridge＊）を導入して運

用しています。山﨑課長は、「あじ

さいネットへのNXでの接続例がな

いということで、あじさいネットと

の連携を前提に電子カルテのシステ

ムも構築しました。運用にあたって

は、スタートの 1年前から準備委員

会を立ち上げ、長崎市の関係施設が

月 1回定期的に協議を行いました。

大村市でのノウハウがあることで、

準備については問題なく進んだと思

います」と述べています。

　導入後の効果については、「情報

提供側としては、電子カルテが常に

見られているという緊張感が、診療

小川　繁晴 理事長・病院長 山﨑　哲也 情報管理室課長

あじさいネットを導入して“救急から在宅まで”の
地域医療連携に活用

小川　繁晴　理事長・病院長
山﨑　哲也　情報管理室課長

情報提供病院 社会福祉法人十善会 十善会病院
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へのいい刺激になっていると感じま

す。病院の診療情報を地域で共有し

活用されることで、開業医において

質の高い診療が提供できれば、それ

は最終的に患者さんの利益になりま

す。医療機関として、あじさいネッ

トのような地域連携の仕組みにコス

トをかけることは当然のことです」

と社会的なインフラとしての地域医

療連携ネットワーク構築の必要性に

ついて強調しています。

病病連携など地域での診療情報
の共有で質の高い医療を展開

　同院では、今年 3月からHOPE/

地域連携 V3＊にバージョンアップを

行い、これまでの病診連携から病病

連携への期待が高まっていると小川

理事長は言います。「専門性の違う

医療機関同士が患者さんを紹介した

時に、従来のような紹介状の情報だ

けでなく、紹介元の検査データや画

像などの診療情報を活用した診療が

可能になります。これは大きなメ

リットになると期待しています」

　診療情報の活用については、「診

療科ごとに症例検討会などを行っ

て、医師だけでなく看護師などのコ・

メディカルスタッフを含めて、他の

医療機関との連携を強化して診療の

質の向上に取り組んでほしいです

ね」（小川理事長）と期待しています。

　実際に参画し運用されている施設

として、あじさいネットが成功して

いるポイントをどのように評価して

いるのでしょうか。

　「ひとつは、病院にとっても診療

所にとってもネットワークに参加す

るための初期投資や導入コストの負

担が軽かったことが、参加へのハー

ドルを下げたのではないでしょう

か。もうひとつは、開業医にとって

は、特定の病院との 1対１の運用で

はなく、地域全体のネットワークと

なっていて、いわゆる“しがらみ”

や“囲い込み”といった煩わしさが

ないことが、気軽にシステムを利用

することにつながり、それが利用率

を上げ、拡大していったのではと感

じています」（小川理事長）

　同院では、NXでの HOPE/ 地域

連携 V3＊との連携によって今後、地

域連携パスの運用なども行っていき

たいと考えています。これからのシ

ステムの発展の方向性について、山

﨑課長は「HOPE/地域連携 V3＊の

導入で、病院間の情報連携が可能に

なり、当院としては今後さらに有用性

が広がっていくことが期待されますの

で、インフラの部分、連携の部分を含

めて、ユーザーに多くの情報が提供で

きるようにブラッシュアップしていき

たいですね」と展望しています。■
＊ HOPE / 地 域 連 携 V 3 は、5 月 10 日 に
「HumanBridge」とネーミング変更となりました。

（十善会病院様のEGMAIN-NXとHOPE/地域
連携の導入については、オフィスメーション株式会社
様〈http://www.nagasaki-om.co.jp/〉のご協力
をいただきました）

藤井外科医院
〒851-0241
長崎市茂木町2172-13
TEL/FAX 095-836-3233

藤井外科医院は、長崎市街から長崎
半島を東に越えた、天草灘に面した茂
木町の中心に位置し、外科、整形外科
を中心に外来診療を展開する無床診療
所です。藤井院長は、認定NPO法人長
崎在宅Dr. ネットの理事長を務めてお
り、在宅・訪問診療にも力を入れてい
ます。藤井院長は、長崎市医師会の情
報化推進の担当として、長崎市での医
療連携ネットワークの構築に中心的に
取り組んできました。藤井院長は、「長
崎在宅Dr.ネットで培われたヒューマン・
ネットワークが基本にあって、それを補
完する形で IT利用の地域医療連携ネッ
トワークがスムーズに構築されました」
と長崎地区での導入の経緯を説明します。
あじさいネットの導入については、「大

きな初期投資が必要なく、自由に参加で
き、特定のベンダーやシステムにとらわ
れずにフレキシブルに利用できること
が、大きなメリットです。導入時には、

VPN導入の初期投資、月額会費（利用
料とセキュリティソフトのコスト）だけ
で、ランニングコストを低く抑えること
ができます」と評価しています。
長崎市での運用が始まった当初から

積極的に活用する藤井院長は、あじさ
いネットでは紹介した患者さんの情報
を、その日のうちに確認でき有用性が
高いと評価します。「これまでは、紹介
しても次に患者さんが来院されるまで
経過がわからず心配したり、1か月後
に来院されて、そのまま入院して手術
したことがわかったりというのが普通
でした。画像の依
頼検査でも、すぐ
に結果を確認でき
ますし、薬の処方
内容を確認するこ
とで、重複投与が
なくなります。こ
の環境を経験する

と、紹介先には、自然とあじさいネッ
トで情報を提供している病院を選ぶこ
とになっていきますね」
これからの期待については、「あじさ

いネット上でのメール機能やコメント、
紹介状の送信など、双方向性の向上を
要望しています。あじさいネットの中で
は、1人の患者さんの病院をまたがった
診療内容を1画面で一覧できるように
なっており、地域で1カルテが実現して
います。今後、これが全県下に広がって
いけば、バーチャル病床と言われるとき
がくるでしょう」とのことです。■

藤井卓院長。あじさいネットを使って依頼した画像検査の結果も
診察室ですぐに参照できる点を高く評価しています。

地域連携室を中心にあじさいネットを運用
しています。

あじさいネットは開業医の診療の
レベルを向上する 藤 井　 卓　院長

診療所（利用側） 藤井外科医院

あじさいネットワーク参加施設の声
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はじめに

　富士通は、地域の医療機関向けに、

地域医療連携システムHOPE/地域

連携を2007年より提供しました。そ

して、このたび、地域医療連携システ

ムが「人と人との架け橋」となり、地

域住民の保健・医療・福祉を一体と

なって支え合う安心・安全な社会づく

りに貢献していくという思いを込め、

2011 年 5 月より SaaS 型地域医療

ネットワークHumanBridge（ヒュー

マンブリッジ）の販売を開始しました。

地域全体での患者診療情報の
共有を実現

　本サービスは、中核病院や診療所、

介護施設など、地域の複数の医療機関

が個別に保持する診療情報、検査結

果、医用画像、レポート情報などの患

者情報を、高信頼で安全な環境のも

と、ネットワーク経由でどの医療機関

からも確認できるようにするもので

す（図1）。また、標準化技術の採用で、

各医療機関が異なるベンダーの電子

カルテを利用していても、地域全体で

情報を共有することができます。

　これにより、患者さんは地域のどの

医療機関で受診しても、診療情報が常

に安全に共有されているため、質の高

い医療サービスを安心してスムーズ

に受けることができます。

シームレスな地域医療サービス
の拡充に貢献

　また、地域全体での患者診療情報の

共有に加え、豊富なコンテンツによ

り、医療連携に必要な業務ワークフ

ローをサポートします。オンライン予

約機能や地域連携パス機能、高セキュ

アメール機能など、さまざまなシーン

で活用いただけるツールにより、シー

ムレスな地域医療サービスの拡充に

貢献します。

地域特性に最適な
ネットワーク構成が選択可能

　地域の医療機関においては、地域住

民に対する医療サービスの拡充を図

るため、低コストで安全に情報を管理

する環境を容易に構築し、効果的・効

率的な地域医療連携を実現する必要

性が高まっています。

　このような背景のもと、弊社のデー

タセンターを中継センターとして利

用いただくSaaS型のサービス提供を

開始しました。このサービスを利用す

ると、診療情報を参照する施設は新た

にICTシステムを構築することなく、

インターネットに接続できるパソコ

ン（周辺機器含む）があればよく、ま

た診療情報を開示する施設は現在利

用している電子カルテシステムを更

新する必要なく、短期間で地域医療連

携を運用することができます。中継セ

ンターとなる弊社のデータセンター

は、万全な災害対策や厳重なセキュリ

ティ対策を施しているため、それぞれ

の医療機関は安心してサービスを利

用いただけます。

　このようなSaaS型のサービス提供

の形態のほかに、地域に中継センター

機能を設置する拠点設置型もありま

す。これは中継センターとして、地域

のデータセンターや医療施設の設備

を利用する方法です。

　地域ごとに ICT資源の状況や運用

方式の要請に応じて、柔軟に最適な

ネットワークを提供します。■

SaaS型地域医療ネットワークHumanBridge
を販売開始

高セキュア
メール 

Aクリニック 

富士通　　花子 

Ｂ病院での
診療情報 

Ｃ病院での
診療情報 

診療情報の共有 

情報参照 

Ｃ病院 

情報参照 

IP
se
c-
V
P
N

地域連携パス 
データセンター 

情報参照 情報参照 

IP
se
c-
V
P
N

IP
se
c-
V
P
N

Ｂ病院 Ｃ病院 

Ｂ病院のオンライン予約
（診察・検査） 

Ｂ病院 

紹介 紹介 

リアルタイム検索 

紹介 

メール 

紹介 

図 1　HumanBridge のサービスイメージ

地域医療連携のための最新ソリューション

〈問い合わせ先〉
富士通株式会社
ヘルスケアソリューション事業本部
ヘルスケア営業支援統括部
第二営業支援部
TEL 03-6252-2701
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瀬戸　僚馬 氏
（せと　りょうま）
国際医療福祉大学
大学院医療福祉学
研究科修了。博士
（医療福祉経営学）。
津久井赤十字病
院、杏林大学医学
部付属病院勤務を
経て現職。「平成
21年度財団法人
政策医療振興財団
助成『医療事務作
業補助体制の推進

を目的とした病院情報システムの標準的運用マニュア
ル構築』」代表研究者。日本医療情報学会では、医療
情報技師育成部会の医療情報基礎知識検定試験委員や
看護部会幹事を務める。著書に『はじめてのメディカ
ルセクレタリー』（共著、医療タイムス）などがある。

医師事務作業補助者の
育成・確保対策と
その活用

OutlineOutlineOutlineOutline

瀬戸　僚馬 氏 東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科講師
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2008年度の診療報酬改定において、医師事務作業補助体制加算
が新設され、2010年度の改定においても、勤務医の負担軽減の
観点から、加算の大幅な見直しが行われ、区分の新設や増点など、
さらに高い評価がされました。このように医師事務作業補助者を採用
し、体制を整えることは、医師の負担を軽減し、診療の生産性を高
めるだけでなく、医療機関経営の点からもメリットが生まれる可能性
があります。そこで、本特集では、医師事務作業補助者の育成・確
保対策、診療・経営に生かすための活用方法について考えます。

診療力＆経営力をアップさせる診療力＆経営力をアップさせる

医師事務作業補助者の医師事務作業補助医師事務作業補助
活 用

医師事務作業補助者の位置づけ

　医師事務作業補助者は、2008年の診療報酬改定によっ

て新設された職種である。その名のとおり医師の事務的

な業務を支援するスタッフであるが、厳密には職種とい

うよりも職制と言った方がよいだろう。

　これに似た存在に、「医療クラーク」や「医療秘書」

という職種もある。昨今、これらの用語があまり整理さ

れずに用いられて混乱の原因になっているようなので、

まずは制度上の背景と、これらの職種の位置づけを整理

しておきたい。

1．医師事務作業補助者
　医師事務作業補助者は、診療報酬制度上の「医師事務

作業補助体制加算」の対象となる業務を行う職員を言う。

指揮命令系統が病院に置かれることが前提なので、業務

委託は認められていないが、人材の派遣を受けることは

可能である。

　対象となる 4業務が大まかに定められているほか、同

加算の届け出対象者が行うことのできない業務も 6種類

ある（表1）。

　この中で「診療記録への代行入力」とは、単にプログ

レスノートの記載にとどまらないことは言うまでもな

い。筆者らの研究でも、すでに注射オーダなどの代行入

があります。そこで、本特集では、医師事務作業補助者の育成・確
保対策、診療・経営に生かすための活用方法について考えます。

活活用用
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診療力＆経営力をアップさせる 医師事務作業補助者の活用

務を処理する事務職員」という形で明記された。これは

医師やコ・メディカルが本来の業務に専念できるよう事

務職員などを積極的に活用すべきとの文脈の中で、その

一環として看護補助者やポーター・メッセンジャーと併

せてうたわれた職種である。よって、この通知の意図に

沿って事務職員などの業務を広げていくと、医師事務作

業補助者の業務範囲を超えてしまうことも考えられる。

　ただ、医師やコ・メディカルが本来の業務に専念する

ためには、「医師事務作業補助体制加算」にこだわるこ

とが妥当解とは限らない。医療クラークの一部を同加算

の対象外として配置することについても、病院の置かれ

た環境によっては検討すべきである。

3．医療秘書
　医療秘書は、秘書としてのスキルを基に、医師を支援

するサービスを提供する職種である。欧米では 1920 年

代ごろから活用例が見られる一方、わが国では医療制度

上の位置づけがなかったこともあり、必ずしも普及して

いないようである。ただ、文部科学省の産学連携による

実践型人材育成事業でも「病院勤務医が求める中堅医療

秘書育成のためのレベル別教育プログラム開発」プロ

ジェクトが行われ、その職種像も整理されつつある（図1）。

　医療秘書も、実務的には医療文書の作成などを行うこ

とが多く、これらの職員は医師事務作業補助者として届

け出する対象になる。しかし、その枠を超えた業務を行

う職員を同加算の対象外で配置する可能性があること

は、医療クラークと同様である。

　ちなみに、医療秘書と医療クラークでは業務範囲がか

力に着手している病院が見られる。

　病院の機能によって 15対1（810点）～100対 1（138点）

までの配置基準が設けられている。これは入院初日の加

算であるから、在院日数が短い病院ほど算定できる機会

も増大する。仮に平均患者数 500人で、平均在院日数が

15日の病院では月に 1000 件になるので、15対 1の場合

は約 810万円の収入を確保できる。

2．医療クラーク
　医療クラークは、外来クラークや病棟クラークなどと

も呼ばれ、2008年以前から受付業務や診療録の整理など

を行っていたことは周知のとおりである。従来、行政の

文書において「医療クラーク」という言葉が用いられる

ことはなかったが、2010年のチーム医療通知〔｢医療ス

タッフの協働・連携によるチーム医療の推進について｣（医

政発 0430第 1号）〕において「書類作成等の医療関係事

【経営・管理職】 
医療秘書の職務を超えて、

【レベル３：医療秘書監督職】
①他部署・他職種との連携を通じて医療現場での問題点を
把握し、医療秘書の業務設計を通じた問題解決ができる。

②病院経営の視点を持ち、経費の削減などの形で
医療秘書の成果を可視化し、経営・管理職に説明できる。
③レベル1a～1cの基礎教育を受けた医療秘書の指導を通じ、

レベル1に到達するよう育成することができる。

【 レベル1a 】
①医師が診療時に用いる会話を
理解し電子カルテやオーダリング
の代行入力を実施できる。

②診療録の記載を代行できる。

【 レベル1b 】
①診断書や退院要約等の事後
発生的な医療文書を作成できる。

②院内文書作成に関する
作業工程管理を遂行できる。

【レベル1】
①卒業直後の指定研修（6ヶ月実習および32時間の専門研修）を受講し、

終了後に医療秘書として業務遂行できる。

【レベル2】
①メンタルケアに関する知識・技術を活かし、問診支援や面談同席など

患者に接する医療秘書業務を遂行できる。
②他部署・他職種と円滑なコミュニケーションを図り、

文書作成、代行入力および一般秘書業務を円滑に遂行できる。

【 レベル1c 】
①電話対応や資料作成等

の一般秘書業務を遂行できる。
②紹介状の返書など通信目的
の医療文書を作成できる。

【高度専門
医療秘書】

①語学・がん登録等の
専門知識を活かした医療
秘書業務を遂行できる。

病院の経営・管理職として病院経営に貢献できる。

学校教育によって習得しやすいスキル 社会経験によって習得しやすいスキル 

図 1　医療秘書の職種像
出典： 文部科学省産学

連携による実践
型人材育成事業
「病院勤務医が
求める中堅医療
秘書育成のため
のレベル別教育
プログラム開
発」プロジェク
ト資料より抜粋

行える業務 行えない業務 

１．診断書などの文書作成補助
２．診療記録への代行入力
３．医療の質の向上に資する
事務作業
（診療に関するデータ整理、院内
がん登録などの統計・調査、医
師の教育や臨床研修のカンファ
レンスのための準備作業等）

４．行政上の業務
（救急医療情報システムへの入
力、感染症のサーベイランス事
業等）

１．医師以外の職種の指示の下
に行う業務

２．診療報酬の請求事務
（DPC のコーディングに係る
業務を含む）

３．窓口・受付業務
４．医療機関の経営、運営の
ためのデータ収集業務

５．看護業務の補助
６．物品運搬業務等

表 1　医師事務作業補助者の業務内容
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❷
病院も多いようである。

　代行入力の内容は、外来診察室に同席して医師と患者

の会話を聞きながらプログレスノートをとることや、医

師が口述した指示内容を基に注射・処方・検査・処置・

食事などのオーダを発行することまで含まれる。このよ

うな業務は、すでに電子カルテを導入した病院であれば

コンピュータに向かって行う業務であるが、手書き運用

しているものについては記載代行することも含まれる。

ただ、手書き運用の病院よりは、やはり電子カルテを導

入した病院ほど、このような業務を医師事務作業補助者

がサポートする必要性が高まるようである（図3）。

　このような業務を医師事務作業補助者に代行入力させ

る場合、施設基準により、医師が確定操作を行うことが

義務づけられている。ただし、確定操作を行うタイミン

グについては特に定められていないが、効率性や安全性

の兼ね合いもあるので、各病院で十分に議論して決める

必要がある。

　医師事務作業補助者が行う代行入力については、安全

性などの理由からコ・メディカルや事務職からの慎重論

も根強い。他方、医師の中には、いわゆる高度医療クラー

クのような高度専門人材に積極的に業務を委譲したいと

いう意見も多く、ここは今後の大きな課題である。

　つまり、電子カルテへの入力作業は大きな負荷であるた

め、医師としては任せたいものの、現時点では医師事務作

業補助者のスキルが必ずしも追いついておらず、周囲の不

安が強い状態と言えるだろう。ただ、諸外国では、電子カ

ルテの入力を医療秘書が代行することは一般的であり、

入力作業に対する負担感も医師やコ・メディカルより低

いという報告まで存在する。医師やコ・メディカルの供給

が大幅に増えることを期待しにくい以上、わが国でも、今

後の数年間で医師事務作業補助者が電子カルテの代行入

力を行う傾向は急激に強まっていくと思われる。

医師事務作業補助者の育成方法

　医師事務作業補助者の業務範囲が拡大して電子カルテ

への代行入力が視野に入ると、やはり課題になるのは人

材育成である。これには、画一的な育成や配置を避け、

医師事務作業補助者の背景を踏まえて多層的に設計する

ことが重要である。

　現状では、医療事務経験のある職員を医師事務作業補

助者として配置するケースが多い。この場合は、やはり

診断書作成などの文書作成業務が得意だろう。また、大

学や専門学校で医療秘書としての教育を受けた人を雇用

する場合もある。これらの人材は、すでに教育用電子カ

ルテなどの操作経験が豊富で、代行入力を行う要員とし

ても期待できる。さらに、昨今は、国の緊急雇用創出事

業を受けた都道府県からの補助で医師事務作業補助者を

なり重なるので、これらを厳密に整理することは困難で

ある。ただ、一般論として言えば、医療秘書はビジネス

実務のスキルがあることが前提になっているのに対し、

医療クラークは診療報酬制度に関する知識に比重が置か

れているようである。基本的には院内呼称の問題である

から、実際の業務内容に即した職名で運用することにな

るだろう。

導入方法によるメリット・デメリット

　医師事務作業補助者の導入方法については、①どの部

署に所属させるか、②どの業務を担当させるか、という

2つの論点がある。

　まずは、所属部署に関する検討である。つまり、医師

事務作業補助者の上司を医師にするか、事務職員にする

か、という選択である。結論から言うと、同職種の育成

に熱心な医師がいる病院では、医局に所属させる方向で

検討した方が診療プロセスに密着しているだけに業務範

囲も広がり、より全体最適にかなうと思われる。ただ、

そのようなゆとりがない病院も多いと思われるので、こ

の場合は事務部門に配置してサポートを行う必要があ

る。いずれの場合も、医師と事務職にはそれぞれのスタ

ンスや仕事の進め方があることを踏まえ、医師事務作業

補助者がどちらの職種にも相談できる体制をつくること

が重要である。

　担当業務に関しては、医療文書の作成だけに終始せず、

できるだけ幅広い構想を持つことが重要である。医療文

書の作成についても、保険会社様式の診断書作成はもち

ろん、退院サマリ、診療情報提供書やその返書まで幅広

い選択肢がある。まだ数は少ないものの、手術記録や麻

酔記録を作成している事例もある。いますぐに着手する

文書と、将来的に手がけたい文書を整理し、段階的に増

やしていくことが望ましい。なお、診療報酬制度に定め

られている「医療の質の向上に資する事務作業」は、あ

まりに幅の広い表現であるため具体的に判断しにくいと

いう声もよく聞かれる。実際には電話応対に始まり資料

作成まで多彩な業務を行っていることが政策医療振興財

団助成研究班の調査でも明らかになっており、ますます

多様になっていくものと期待される（図2）。

　もちろん、業務範囲を広げればそれだけリスクも伴う

ので、一気に広げるのではなく、中長期計画を持って段

階的に増やしていくことが重要である。

電子カルテと医師事務作業補助者

　診療報酬制度では、医師事務作業補助者の業務の 1つ

として「診療記録への代行入力」が掲げられている。ただ、

現状では、同職種による業務の多くは医療文書の作成に

割かれているのが現状であり、代行入力を行っていない
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導入する病院もある。これらの人材は、営業や経理など

の経験はあっても、医療界の経験は乏しい。ただ、資料

作成には長けており、前例のある文書から新たな文書を

作成するスキルは持っているので、診断書作成などは十

分に可能である。

　このように多彩な背景の人材が集まるのが、医師事務

作業補助者の特徴でもある。また、医師はもと

もと「背景や得意分野が異なるスタッフ」と接

することにも慣れている。だから、一見手間が

かかるようでも個々の能力を引き出せる業務を

念頭に入れて育成を行い、徐々に担当業務を広

げた方が結局は効率的である。

おわりに

　病院情報システムの構築では、全体最適の観

点からの業務設計が重要だが、実は医師事務作

業補助者の導入でもこれもまったく同じことが

当てはまる。この職種は既存の職種の「仕事の

隙間」を埋めることが仕事であるから、業務分

析を欠いたまま導入しても成果は望みにくい。

医師事務作業補助者の導入を通じて BPR

（Business Process Reengineering）を進めると

いう視点が重要である。

 なお、筆者が政策医療振興財団研究班の代表として取り

まとめた「医師事務作業補助体制の推進を目的とした病

院情報システムの標準的運用マニュアル」はホームペー

ジ（http://plaza.umin.ac.jp/̃seto/manual.pdf）で公開して

いるので、ぜひご活用いただきたい。■
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図 2　 多様化する医師事務作業補助者の業務
出典： 瀬戸僚馬・他「医師事務作業補助者の業務と電子カルテ等への代行入力の現状」（『医療情報学』22・6、265～272、2010）
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❷

業務を、セクションの壁を越えて業務内容ごとに整理・再

編し、ある医師事務作業だけである程度業務量をまとめ、

その部署に複数名の補助者を配置することにより、業務

の効率化、部門内教育の効率化を図っている。例えば消

化器外科に 1名であるとか、A医師専属などの配置方法

であると、業務の習熟は早いが、逆に配置転換や人員交

代の際の引き継ぎ、教育が著しく困難となる可能性がある。

こうした点を考慮してのことである。また、これには診療

科・医師ごとの公平性の確保という観点もある。

　病院によっては、尋常ではない医師不足により、本格

的に医師事務作業補助者を養成し外来診療の主戦力とし

て活用することを試みている病院や、診療科の売り上げ

に応じていわゆるインセンティブとして人員を配置する

例、学会発表用資料の作成などを行わせる研究秘書のよ

うに活用する例などあるが、これらの活用法は病院の業

務遂行上必要な「公的補助」と私的活用との区分が曖昧

になりやすく、ともすれば診療報酬上の範囲を逸脱する

可能性があるため、業務管理者としては注意が必要であ

る。private secretary 化してしまうと、その業務効率は

漸減すると思われる。

3．業務実績をできるだけ可視化できる業務を中心に
　中央部門への配置と同様であるが、業務効率の測定を行

いやすい業務と、そうでない業務が存在する。できるだけ

測定しやすい業務に配属させることで、より有効に活用す

る努力をしている。費用対効果を測定することができれば

よいが、少なくとも行った業務量を数字で表現できる体制

は必要であろう。これは、医師個人別に配置するようなケー

スにおいては必須である。例えば補助者の配置により外来

の診療効率を上げることが目的であれば、時間当たりの外

来診療人数をモニタリングし、その数値が上昇しているか、

医師の超過労働時間が低減しているかなどの指標を基に、

定期的な管理、是正が必要となってくる。

教育体系

　教育体系は、診療報酬規定に定められた研修に関して

医師事務作業補助者導入の背景

　当院では、医師事務作業補助者の加算開始以前から、

病院全体の業務効率化を目的として、診療情報管理、診

断書などの文書作成支援、診療予約管理、教育研修、検

査説明といった分野に相当数の事務職員を配置し、それ

ぞれの分野で業務を行ってきた。その後2008年度の診療

報酬改定によりそれらが評価されるようになったので、

若干先行して導入したような結果となった次第である。

　ただ、診療報酬上に規定される業務範囲と従来からの

業務範囲が必ずしも一致するものではなかったため、業

務範囲の見直しや部署の分割・統合など加算算定に向け

ての業務切り分けは必要だった。また、基本的には従来

業務を踏襲した形であるから、加算算定のための人員増

は必要としなかった。

医師事務作業補助者のコンセプト

　医師事務作業補助者という名称から診察において医師

の補助を行ういわゆる「医療クラーク」を第一に連想し

てしまうが、当院では後に述べる理由から個別の医師や

診療科への配置は原則として行っていない。加算算定に

際して、以下のコンセプトを再確認した。

1．医療安全の最優先
　数十時間の教育を行っても、基本的には「非医療者」

と位置付け、ワンアクションで患者に有害事象が発生す

るような業務は担当させないというコンセプトの下、カ

ルテの代行記入、処方せんの発行、検査オーダなどの直

接医師に対する補助的業務は行っていない。医師の確認

が業務フローに組み込まれていたとしても形骸化する概

然性は高く、例えば薬剤の禁忌投与、造影剤アレルギー

の見落としなどの重大な医療事故を惹起する恐れがある。

2．極力、中央部門に集中配置し効率化の効果が
病院全体にもたらされること

　これは、病院の経営環境により、非常に差異のある方針

であると思う。従来各セクションに分かれて行われてきた

Model Case 原茂　順一 氏
（はらも　まさかず）
1994 年信州大学
経済学部卒業。聖
路加国際病院入職
（医事課外来係）。
同院医事課外来係
チーフ、医事課入
院係チーフ、医事
課統括チーフ、医
事課マネージャー補
佐を経て2007 年
から医事課マネー

ジャー。2010年からクライアントサービス室（法務部門）、
医療連携相談室マネージャーを兼務。2011年から東京医
科歯科大学大学院医歯科学専攻医療管理学コースに在籍。

聖路加国際病院における
診療力＆経営力を上げる
医師事務作業補助者の活用
原茂　順一 氏 聖路加国際病院診療支援グループ医事課・医療連携

相談室・クライアントサービス室マネージャー

Model CaseModel Case
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は医師事務作業補助員全員に対して、個人情報保護や電

子カルテシステムといった規定科目を履修させ、規定外

は主として医学・医療知識に重点を置いている。院内医

師による聖路加看護大学での講義内容を基に、幅広い講

義を行っている。また、講義は規定の時間数にかかわら

ず実施しており、当日参加できない対象者のためにビデ

オ収録を行っている。これも医療安全を重視する姿勢か

らである。また、この講義は、事務職員向けの研修プロ

グラムとしても活用されている。

実際の運用

医療情報解析室診療情報データ管理担当：1 名。医師か

らの依頼によって、電子カルテ上から必要なデータの

抽出を行う。学会発表、治療成績の測定など幅広い分野

のデータを取り扱う。同様の業務は経営管理上の必要性

などから医師以外の職種からも依頼されるが、それらに

対しては別の担当者が行っている。

診療情報管理室がん登録・統計担当：4 名。経営管理目

的以外の公的統計業務を行う。

 医事課予約センター：8 名。診察予約の新規取得、変更、

検査予約の変更などを院内の規定に基づき行う。膨大な

変更件数を処理することにより、医師の負担軽減を図る。

 医事課文書係：6 名。障がい認定など各種公的診断書、

および保険会社用診断書など作成に必要なデータ収集、

下書きを行うことにより、医師の業務を代行する。積極

的活用により、導入前は申し込みから平均 8日を要した

作成期間が 6日程度にまで短縮された。

 放射線科トランスクリプション担当：2 名。放射線科医

が口述した読影結果をレポート化する業務であり、この

業務の当院での歴史は古く、戦前より導入されていたよ

うである。

 医療安全管理室：1 名。医療安全管理室は全職種に対し

て医療安全の普及活動を行っているが、その中で医師向

けとそれ以外の職種向けの業務を分離して医師向けの作

業補助のみを行う担当を配置している。

 教育研修部研修医教育担当：1名。医療安全管理室同様に、

研修医教育とそれ以外の業務を分離して、担当者を配属

している。

 医事課医療連携相談室：2名。開業医より紹介を受けて治

療を行い、症状が安定した患者を依頼元の開業医に逆紹介

している。逆紹介の対象となる患者の抽出や診療情報提供

書の下書きを行い、円滑な逆紹介をサポートする業務を行う。

 放射線腫瘍科問診担当：1 名。放射線治療前、患者へ問

診票記入を依頼し、その内容を電子カルテシステムテン

プレートに転記するとともに、診察する医師に伝達する。

オンコロジーセンター問診担当：1 名。化学療法前に、

患者へ問診票記入を依頼し、その内容を電子カルテシス

テムテンプレートに転記するとともに、診察する医師に

伝達する。

　放射線腫瘍科とオンコロジーセンターは各診療科別に

補助者を配置している特異な科である。これらは保険診

療上、各治療の前に必ず医師の診察が必要とされ、その

内容は比較的定型的であることから、事故の危険性は少

ないと考え補助者を配置している。

検査説明所：2 名。外来診察の際に消化管内視鏡検査や

CT、MRI などの検査オーダが医師より出されるが、そ

れに際しては事前に同意書記入、注意事項説明や準備な

どが必要となる。従来これらの業務は、各診療科の看護

師により行われていたが、これを 1つの場所に集約した

のが検査説明所である。看護師と看護助手がその任にあ

たっている。各診療科に配属されている看護師は、医師

へのサポート業務以外にもさまざまな仕事を行い、とて

も医師事務作業補助者としての登録は難しかったが、

日々行う業務の中から一部を切り出して集約すれば医師

事務作業補助者としての業務になりうることが本事例か

らおわかりになると思う。

経営上の評価

　業務実績の可視化をコンセプトで挙げておきながら、

現在のところ経営に寄与したとする指標はない。ただ、

病院機能が良い方向に進みつつあることの指標はいくつ

かある。例えば医事課文書係において各種診断書の申し

込みから発送までの日数が、導入前の 8日から 6日程度

に短縮された。電子カルテシステムが整備され、誰でも

カルテの内容が理解できること、手術レポート、退院サ

マリ、病理報告などが迅速に記載されることがベースに

あるが、それらを基に、単純な文書（生命保険会社診断

書など）であれば、下書きを行い医師が捺印すればよい

状態にまで仕上げたり、難易度の高い診断書（障害認定

用診断書など）では医師の書類作成に必要と思われる各

種データの抽出を行っていて、医師からも好評である。

また、数値には表れないものの、特に医師の文書作成の

遅れ（数週間を要しており、苦情が絶えなかった）が激

減し、患者クレームも減少した。

　このほか、医事課医療連携相談室においては、当院外

来にて経過観察を行っているが症状が軽快し開業医にて

フォローしてもらう状況にある患者を抽出し、その患者

の診療情報提供書の下書きを行い、退院時逆紹介を支援

している。その結果、退院時逆紹介率と紹介状発行数と

もに導入前に比して大幅な上昇を示した。医師は逆紹介

する必要があることや、開業医でのフォローアップで問

題ないことをわかっていながら、診療情報提供書の作成

に手間がかかっていたゆえに対応が後手になっていた

が、その悪循環を断ち切れたと考えている。■
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クレーム対策
─ノウハウと実践

医療機関代理人弁護士の
立場から─

棚瀬　慎治 氏
弁護士（棚瀬法律事務所）

S CCS C S CCS C医療崩壊も招く
クレームの実態

　「医療崩壊」が叫ばれてから久し

い。「医療崩壊」を招く原因としては、

国の医療費抑制政策や医療訴訟の

増加が指摘されることが多い。もっ

とも、国の医療費抑制政策について

は、不十分ながら一部の分野につい

て改善の兆しも見え始めており、医

療訴訟についても、2004 年をピーク

に民事医療過誤事件の訴え提起件数

には減少傾向が見られている。むし

ろ、現在の医療現場を疲弊させ、職

員の士気低下を招いている大きな要

因として、患者の理不尽な要求（不

当要求）やハードクレームの存在が指

摘できるであろう。「monster patient」

などとして報道されている問題患者な

いしその親族からのクレームである。

　日本看護協会が 2006 年に行った全

国調査の結果、回答のあったうち

3 割の病院が「過去 1 年間に患者から

病院職員への暴力があった」とし、

2 割が「患者による病院施設の損壊が

あった」と回答している。女性看護

師へのストーカー行為を訴えるもの

も多かったという。また、全日本病

院協会が 2007 年 12 月から翌月 1 月

にかけて行った調査でも、過去 1 年

間に職員が患者から暴力を受けた病

院が 52.1％（1106 病院中 576 病院）

に上ったとされた。さらに、2007 年

6 月、奈良市の病院長が診療中に患

者の夫からナイフで刺され重傷を

負ったことを受けて、奈良県医師会

が医療関係者約 1 万 7000 人を対象

に行ったアンケートでは、身体・精

神共に被害を受けたことがあると回

答 し た 医 師 が 61.3 ％、 看 護 師 が

60.5％、事務職員 36.7％であった。

被害の内容としては、「認知症患者に

叩かれる、引っかかれるが常態化し

ている」といったものから、「患者の

家族にストーカー行為をされた」と

いったものまでさまざまであった。

S CCS C S CCS C職員の士気低下を誘発

　患者の暴言・暴力などの直接的被

害のほか、医療現場の士気が低下す

るなどの間接的被害も深刻である。

前記の奈良県医師会によるアンケー

ト結果でも、32.4％の医師が「仕事

のやりがいが低下した」と回答し、

医 師 の 9.4 ％、 看 護 師 の 7.4 ％ に

PTSD（心的外傷後ストレス障害）

と見られる症状があったとされて

いる。

　また、職員が医療現場から離れて

しまうという被害も見られる。報道

では、神奈川県の市立病院で、手術

後に手足のしびれが残った入院患者

の家族から抗議があり、その内容が

次第に医師や看護師の外見に関する

中傷へとエスカレートし、暴言で傷

ついた看護師 5 人以上が退職してし

まったということも見られた。同一

の病棟から 5 人以上もの看護師が退

職してしまったとすると、医療現場

に与える影響は少なくないであろう。

1．事例1 S CCS C S CCS C深刻な具体例

　90 歳の女性患者が整形外科に入

院。入院直後から、患者の息子夫婦

が、医師や看護師に対して、症状に

関する説明を何度も要求。多いとき

には 1 日に 5、6 回にわたり同じ質問

を繰り返す。質問内容は、「なぜ治ら

ないのか」「なぜその薬を使うのか。

いつからいつまで使うのか」「なぜ説

明せずに薬を替えたのか」など。ま

た、この息子夫婦は、帰宅した後も

夜に再び病院に電話して説明を求め

ることがあった。これが2年間続き、

診療の妨げとなっていた。病院側で

ていねいに説明しても家族の過剰な

質問は一向に収まらず、かえって、

オムツの使用枚数を聞かれて即座に

答えられなかったことなどから、追

及の口調は激しさを増すばかりとな

り、ほかの患者にも「母がやけどを

負わされた」などと誹謗中傷する行

為も見られるようになった。

　病院が話し合いの機会を設けるも

理解を得られず、患者の転院先とし
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れぞれ低く、ほとんどが院内で対応

していたとのことである。

　医療者、特に看護師などにおいて

は、患者のメンタル面をサポートす

ることも職責の範囲内であるとして

も、犯罪に該当し得るような行為ま

で容認する必要性はない。1999 年に

国際看護師協会から出された職場に

おける暴力対策ガイドラインにおい

ても、医療現場における暴力を「個

人の尊厳と高潔、そして危害からの

自由に対する看護師の権利を侵害す

る」ものとして位置付けているとこ

ろである。翻って考えると、医療者

が特定の患者の不当要求ないしハー

ドクレームに対応することに時間と

労力を費やし、その結果において精

神的ストレスを抱えた状態で通常業

務にあたったり、極端な例では離職

してしまったりすれば、ほかの患者

に提供できる医療の質と量が低下す

ることは容易に想像できる。したがっ

て、不当要求やハードクレームを受

容することなく毅然として対応する

ことは、すなわちほかの患者にとっ

ての「適正な診療を受ける権利」を

確保することにほかならない。

S CCS C S CCS C毅然とした対応が必要

　患者からの暴力（言葉による威迫

なども含む）について、その対策を

論じた文献は、国内外を問わず多く

存在する。医療機関にとって役に立

つと思われる代表的なものとして

は、前記日本看護協会の「保健医療

福祉施設における暴力対策指針」や、

2006 年厚生労働科学特別研究事業

「医療機関における安全管理体制の

あり方に関する調査研究」などがあ

る。これらにおいては、暴力の予防

や事件発生時および事後の対応など

について論じられており、各医療機

関ではこれらを参考にマニュアルの

整備などを行うことが可能である。

もっとも、すでに相当の割合の病院

おいて、医師・患者関係ではパター

ナリズムが強かったため、患者は医

師の勧める医療を一方的に受けると

いう受け身の立場であったのに対

し、患者の自己決定権が強調される

とともに、医療業態のサービス化が

進むことによって、患者は単なる受

け身の立場を超えて、自ら欲する医

療サービスを選択し、これを医療機

関に求めていくという消費者的立場

に立った。対価を支払って医療サー

ビスを受ける以上、少しでも要求と

異なった場合には、クレームをつけ

て当然という風潮が生じているので

ある。

　もっとも、このような「マスコミ

報道」「権利意識の向上」といった要

因よりも、筆者としてより強く指摘

しておきたいのが、「医療者の受容」

ということである。患者が消費者的

立場に立ったというだけであるな

ら、一般のサービス企業と同じ状況

になっただけのはずであるが、実際

の医療現場では、一般企業に対する

クレームとは質的・量的に異なるク

レームが発生しているように思われ

る。そこには、「患者」という社会的

弱者として扱われがちな主体からの

クレームであるがゆえに、医療者と

しても多少は大目に見ていこうとい

う風潮がないだろうか。前記の各報

道事例を見ると、病院以外の公共の

場であれば決して許されないような

暴言・暴力（場合によっては暴行罪、

傷害罪、業務妨害罪などの犯罪が成

立）が存在すると言わざるを得ない

のであるが、その一因として、「患者

の病態によるもの」ととらえることで

済まそうとする、医療者の過度の受容

が存在するのではないか。実際、前記

の 2007 年における全日本病院協会

の調査では、患者からの暴力事例発

生件数 6682 件のうち、警察に届け

たものは 5.8％（397 件）、弁護士に

相談したものは 2.1％（144 件）とそ

て老人ホームを紹介するも退院を拒

否された。病院は弁護士に相談の上、

裁判所に診療関係調整調停の申し立

てを行ったが、息子夫婦は調停に出

頭せず。最終的に病院側から裁判所

への申し立てを行い、2008 年 3 月、

裁判所から「医師、看護師その他の

職員を誹謗中傷したり、他の患者に

対する信頼を損なわせるなどして、

診療行為その他の業務を妨害しては

ならない」との仮処分命令（注：正

式裁判によらずに短期間で仮の命令

を出す処分）が出された。

2．事例2

　内科系の病気で入院していた 40 歳

代の男性患者が、深夜にナースコー

ルをした際に、「女性看護師が来るの

が遅い」「顔を見て笑った」などと言

いがかりをつけ、病院から出ていこ

うとしたため、女性看護師がこれを

引き止めたところ、「なぜ言うことを

聞かなければならないんだ。謝れ」

などと述べて、4 人を約 1 時間にわ

たって廊下に土下座させた。さらに、

仲裁に入った男性医師の顔を殴った。

S CCS C S CCS Cクレームの増加・ 
深刻化の背景

　紹介したのは、報道に現れた多数

の事例のうちのごく一部であるが、

な ぜ こ の よ う に 患 者 ク レ ー ム が 

増加・深刻化するに至ったのであろ

うか。

　1 つには、1999 年に立て続けに発

生した患者取り違え手術事件、消毒

液静脈注射事件を発端として、マス

コミによる医療バッシング報道が過

熱したことが指摘できるであろう。

一連の報道によって、国民の医療 

機関に対するイメージは悪化し、ク

レームを受けやすい対象となってし

まった。

　次に、よく指摘されるのは、「患者

の権利意識の向上」である。以前に
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で、患者の「暴力」についての対策

マニュアルは一応備えられていると

思われる。そして、現在医療現場で

多く問題となっているのは、必ずし

も「暴力」とまでは評価し得ない不

当要求やクレームであると思われる

ことから、「暴力」への対応策の検討・

紹介はほかの機会に譲ることとし、

本稿では患者クレームの最前線に立

つ医療機関代理人弁護士の立場か

ら、ほかで論じられることの少ない

ポイント、ノウハウに限定して指摘

したい。

　なお、市販されている書籍の中に

は、「患者のクレームは経営改善に役

立つので歓迎すべき」とか、「患者の

クレームはコミュニケーション不足

から生じる」として医療者に積極的

なコミュニケーションを推奨するも

のなども見られる。確かに、そのよ

うな指摘が妥当となるケースの存在

は否定しないが、医療機関代理人弁

護士としてクレーム対応の窓口と

なっている筆者の経験からすると、

一般的な感覚では理解しがたい不当

要求や、金銭取得目的のクレームな

ども多く見られるようになってきて

いることも事実であり、そのような

場合にまで「コミュニケーション不

足」が原因と判断すべきではない。

毅然とした対応が必要な事案が増え

てきているのである。

S CCS C S CCS C不当要求患者と応招義務

　医師法第 19 条第 1 項は、「診療に

従事する医師は、診察治療の求があっ

た場合には、正当な事由がなければ、

これを拒んではならない」として、

いわゆる医師の応招義務を定めてい

る。そのため、各医療機関では、迷

惑患者・不当要求患者であっても診

療を拒否することはできないのでは

ないかと考え、対応に苦慮すること

がある。しかし、条文からすれば、「正

当な事由」があれば診療拒否は可能

である。

　この「正当な事由」の有無に関し

て、裁判例では古くから問題とされ

ており、地震による重症患者の診療

を内科医が専門外として断ったこと

や、満床を理由に重症気管支炎の患

者の受け入れを断ったことについて

「正当な事由」はなかったとしたも

のがある〔前者につき大審院 1938（昭

和 13）年 7 月 10 日判決、後者につ

き千葉地裁 1986（昭和 61）年 7 月

25 日判決〕。また、裁判例に限らず、

厚生省（現・厚生労働省）通知にお

いても、医業報酬が不払いであって

も直ちにこれを理由として診療を拒

むことはできないとされるなど〔大

審院 1935（昭和 10）年 5 月 2 日判決、

1949（昭和 24）年 9 月 10 日医発第

752 号各都道府県知事あて厚生省医

務局通知等）、医療側に厳しい解釈が

なされてきた。このような状況もあっ

てか、医療機関としては、迷惑患者

であっても診療拒否はできないもの

と思い込みがちである。

　しかしながら、各裁判例について

は、個別具体的事情に応じて「正当

な事由」がないと判断されたにすぎ

ないし、前記厚生省通知については

国民皆保険導入以前の通知であっ

て、現在の厳しい医療環境を前提と

した解釈として一律にとらえること

は妥当でない。

　「医療崩壊」の一因として患者の不

当要求が指摘されていることや、前

記厚生労働科学特別研究事業の総括

研究報告書においても、患者の暴力

に対する対策が提言されていること

などに鑑
かんが

みれば、悪質な問題患者・

不当要求患者に対しては、より積極

的に診療拒否の方針を採ったとして

も、「正当な事由」が認められて応招

義務違反とはならないと考えられる。

実際、某大学病院では、「病院の理念」

を改正し、院内掲示や入院案内など

で、職員に対するセクハラや暴力行

為など迷惑行為があった場合には診

療を断ると明示し、軽度の迷惑行為

があった場合でも誓約書の提出を求

めるなどとしている。筆者の自験例

でも、悪質なクレーマーや問題患者

に対しては、医療機関代理人弁護士

として診療拒否の方針を通知するこ

とがめずらしくない。

　もっとも、直ちに治療を行わなけ

れば予後に影響を及ぼすような緊急

性のある患者について、診療拒否に

「正当な事由」が認められることは

まれであるし、そうでなくとも段階

も踏まずにいきなり診療拒否をすれ

ば、「正当な事由」なしと評価される

リスクが高い。実際に診療拒否を検

討する場合には、法律家などによく

相談してから対処する必要がある。

S CCS C S CCS C強制退院

　入院中の問題患者・不当要求患者

が、診療の必要がなくなったにもか

かわらず、種々の理由から退院勧告

に応じないという相談は結構多い。

問題患者に接しなければならないス

タッフの精神的疲労も大きいし、特

に急性期病院などでは、平均在院日

数の関係で経営への影響も無視でき

ないものがある。

　このような場合、病院管理者から

退院勧告書を手渡したり、顧問弁護

士からの警告書交付などの手段のほ

か、入院時に身元保証人として署名

した者があれば、その身元保証人に

対して身元引受要求書を送付したり

することがある。そのほか、医療機

関側で専門的に活動する弁護士に相

談すれば、さまざまなノウハウで退

院に向けて患者を誘導することが可

能である。

　そのような手段を講じても退院に

応じない患者の場合、病室明け渡し

断行仮処分の申し立てという手続き

もある。この手続きは、正式裁判を

経ずに暫定的な処分として、裁判所
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 クレーム対策　─ノウハウと実践　医療機関代理人弁護士の立場から─

棚瀬　慎治 氏（たなせ　しんじ）

第一東京弁護士会所属。1998 年司法試験合格。99 年に司法研修所
入所し、2000 年に卒業後、都内法律事務所に勤務。医療機関を中
心とした法律問題にかかわる。2005 年に棚瀬法律事務所を設立。
近著、DVD に『医療機関のクレーム完全対応マニュアル』（DVD、
出演、すぱる社リンケージ、2010 年）、『医療訴訟判例データファ
イル』（編集、新日本法規出版、2010 年）、 『病院未収金　回避・回
収術の第一任者になる講座』（DVD、新社会システム総合研究所、
2010 年）がある。

執行官により強制的に患者を退院さ

せるというものであり、その効果は

きわめて大きい。

　過去には、入院加療を必要としな

くなった患者が退院勧告に応じない

事案について、「医師が当該患者に対

して入院治療を必要としない旨の診

断をなし、右診断に基づき病院から

患者に対し退院すべき旨の意思表示

があったときは、特段の事由が認め

られない限り、占有使用に係る病床

を病院に返還して病室を退去し退院

すべき義務がある」と判示された例

がある〔東京地裁 1969（昭和 44）年

2 月 22 日決定）。近時においても、

リハビリテーション病院を紹介する

も転院を拒否し、治療費の支払いも

行わない高齢患者に対して病室の明

け渡しを命じる仮処分などが見られ

る〔さいたま地裁 2009（平成 21）

年 1 月 16 日決定〕。さらに、病院職

員に暴言を浴びせたり院内でビラ配

りをするなどした患者に対し、業務

妨害禁止命令仮処分が出され〔岐阜

地裁2004（平成16）年8月5日決定〕、

後に正式裁判で病室からの退去が命

じられた例もある〔岐阜地裁 2008（平

成 20）年 4 月 10 日判決、名古屋高

裁 2008（平成 20）年 12 月 2 日判決〕。

　もっとも、この仮処分手続きにつ

いては、裁判所に申し立てをして命

令が発令されるまでには相応の準備

が必要となるため、最終手段として

位置付けられるものである。

S CCS C S CCS C弁護士対応

　患者やその家族からの執
しつよう

拗なク

レームが続く場合などには、診療に

あたる医療スタッフのほか、苦情に

対応する職員の疲弊も著しいものに

なることがある。このような場合、

院内メディエーターなどによって対

応する医療機関もあるが、多数の悪

質なクレームに対応してきた経験か

らして、メディエーターが関与する

ことによっては解決し得ないような

ハードクレームの割合は決して低く

ないし、今後も増加が見込まれる。

むしろ、速やかに医療を専門的に扱

う弁護士に委任し、対応を一任する

ことが効果的である。そうすれば、

医療機関スタッフとしては、クレー

ム対応から解放されて本来業務に専

念できるし、委任を受けた医療機関

代理人弁護士は、さまざまな紛争解

決手段に精通した交渉担当者とし

て、事案に応じたスキームを検討し

た上でクレームを処理することが可

能である。

　なお、弁護士の場合、医師のよう

に診療科を標榜する法律上の制度は

ないが、医師に診療科があるのと同

様、弁護士にも得意分野がある。医

療を専門的に扱う弁護士でなけれ

ば、応招義務や強制退院をはじめと

した諸問題に精通しているとは限ら

ないし、医療ミスを疑ってクレーム

がなされた場合に医学的知識を踏ま

えて対応することができない。また、

往診を行う医師とそうでない医師が

いるように、初動から患者クレーム

の交渉窓口を受任する弁護士と、 

訴訟などになった場合にのみ対応す

る弁護士とがいるので、弁護士に委

任したり、弁護士との顧問契約を結

ぶ場合にはよく検討するとよいであ

ろう。

　ちなみに、患者クレーム対応を弁

護士に委任した場合、かなりの割合

で、病院賠償責任保険などにより、

弁護士費用が賄われ得る。同保険

は、本来、医療行為によって患者に

身体障害が発生した場合の損害を填

補するものであるが、患者のクレー

ム内容が医療行為に関連するもので

ある場合には、保険会社によって取

り扱いに差異はあるものの、将来的

に損害賠償請求がなされる可能性の

あるものとしてとらえ、弁護士費用

を保険会社が支出することも多いの

である。

　医療機関において、日ごろから相

談できる医療専門弁護士と顧問契約

を締結している場合は良いが、その

ような弁護士を知らない場合には、

適宜紹介を受ける必要がある。医師

会の賠償責任保険（団体保険）に加

入している場合には、医師会に連絡

すれば、医師会の顧問弁護士が対応

してくれることが多いし、医師会以

外の保険に加入している場合には、

通常は加入している賠償責任保険の

保険会社（または代理店）に連絡す

れば、医療を専門的に扱う弁護士を

速やかに紹介してくれるので、覚えて

おくとよいであろう。■
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簡単、スピーディに
参照、入力が可能
　日々の多忙な診療においては、簡

単に入力・閲覧できることが重要と

なります。HOPE/EGMAIN-LXは、

必要な情報へ素早くアクセスするた

めのインデックスや付せん、利用者

ごとのお気に入りボタンなどで、医

師をはじめとする医療スタッフの使

い勝手を向上しています。■

注 1： 11.2％は病床数 100 ～ 299 床の医療機
関における電子カルテ導入率〔「新医療」
2010年7～9月号（エムイー振興協会）、
「医療機器システム白書　2010-2011 年
版」（エムイー振興協会）、（当社調査内
容含む）〕。

HOPE/EGMAIN-GXの機能、考え方

を基本に開発されており、これまで

中堅規模病院向けには提供できてい

なかった大規模病院システム並みの

先進機能と、使いやすさを重視した

シンプルな操作性を、低コストで実

現しています。

あらゆる医療シーンに
対応できる機能を搭載
　これまでに培ってきたノウハウを

生かし、中堅規模病院向けの豊富な

機能を搭載しています。例えば、各

種ビューアを 1画面にマルチウィン

ドウ形式で表示するマルチカルテ

ビューア（図1）や、紙カルテの厚

みを視覚的に表現することで検索し

やすくしたヒストリカルビュー（図

2）などの機能を新たに提供します。

はじめに
　中堅規模病院における電子カルテ

システムの導入率は 11.2％（注 1）

にとどまっており、普及には費用対

効果の一層の改善が必要です。一方、

実際に導入を検討する医療機関から

のニーズは高く、求められる機能も

高度かつ多様化しています。

　HOPE/EGMAIN-LX は、業務要

件・予算に合わせ基本となるオーダ

リングシステムから電子カルテシス

テム、看護支援システムまでを段階

的に導入できるため、効率的なシス

テム投資が行える製品です。

大規模病院向けシステムで培われた
高機能と操作性を継承
　HOPE/EGMAIN-LXは、富士通が

大規模病院向けに提供し業界トップ

シェアを誇る電子カルテシステム

富士通株式会社
HOPE/EGMAIN-LX

豊富なノウハウを集結した
中堅規模病院向け
電子カルテシステム

図 1　マルチカルテビューア 図 2　ヒストリカルビュー

〈問い合わせ先〉
富士通株式会社
ヘルスケアソリューション事業本部
ヘルスケア営業支援統括部
第三営業支援部
TEL 03-6252-2701

HOPE 
VISION 
Report
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HOPE ユーザーに学ぶ
導入から運用までの実際病 院 編Ⅱ

部門システムと連携した 
オーダリングシステムの構築により、 
診療での情報共有と業務の効率化に成果
多くの稼働実績を持つパッケージシステムの
選定で、堅実な導入と安定稼働を実現

医療法人早石会 早石病院
電子カルテシステム「HOPE/EGMAIN-NX」オーダリング適用

医療法人早石会 早石病院
〒 543-0027
大阪府大阪市天王寺区筆ヶ崎町 2-75
TEL 06-6771-1227
FAX 06-6771-8866
URL http://www.hayaishi.or.jp/

早石病院は、1945 年の空襲罹災後、現在地に再開業して以来、外科を中
心に「地域に貢献する医療機関」として診療を行ってきました。大阪市天
王寺区には、急性期医療を提供する大規模病院が数多くあり、回復期リハ
ビリテーション病棟、特殊疾患療養病棟などを設けて病病連携にも力を入
れています。2009 年 9 月に 155 床の新病院を建築・移転。それと同時に
院内 IT 化に着手し、HOPE/EGMAIN-NX（オーダリング適用）を導入して、
各部門での業務の効率化を実現しています。

て、カルテやフィルムの搬送などの

人の動きを減らす効果を期待して IT

化を実施しました。スタッフの無駄

な動きを減らし、本来の患者さんの

ための業務にあてる時間を増やすこ

とをめざしました。

早石氏：よりよい地域医療の実践の

ためには緊密な連携が不可欠であり、

患者情報をトータルで管理し、院内

および他の医療機関とも“共有”が

容易になることを期待して、IT 化

を進めました。

Q：導入をオーダリングシステムと
した理由をお聞かせください。

谷氏：新しい病院への移転というこ

とで、それまでの運用や使い勝手が

すべて変わり、スタッフはまずその

環境に慣れることが必要でした。そ

の状態で、カルテまで電子化するの

は、スタッフが混乱すると考えて、

まずオーダリングシステムまでの導

入として、電子カルテはある程度 IT

に慣れてから、次の段階として検討

することにしました。

形外科、内科を中心に急性期医療と、

在宅を含めたリハビリテーションに

重点を置きながら、地域の各医療施

設との連携を密にした運営を心がけ

ています。

Q：院内 IT 化のねらいを教えてく
ださい。

谷氏：当院は患者さんの療養環境や、

耐震性の問題から、2009 年に病院

の新築を行いました。それに合わせ

IT によって業務を効率化し、
その時間を患者さんのために
使いたい

Q：地域における早石病院の役割を
教えてください。

早石氏：天王寺区は、大阪赤十字病

院、大阪警察病院、NTT 西日本大

阪病院などの急性期の基幹病院が多

く、その中で当院は、一般外科、整

IT 化のねらいと導入の経緯
新病院への移転でスムーズで効率的な運用を 
優先し、オーダリングシステムを導入

interview
早 石　 誠 院長

谷　 嘉 仁 事務部次長 
大島　圭司 医事課課長

上間　謙一 診療放射線技師長

田中 なおみ 臨床検査室主任

早 石　 誠 院長 谷　 嘉 仁 事務部次長 大島　圭司 医事課課長
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か見直しました。稼働後も、例えば

薬局の注射オーダの締めを 1 時間ず

らすなど、細かい調整が必要でした。

運用が確定して落ち着くまでには、

稼働から 1 カ月くらいかかりました

ね。

Q：操作面での困難はありましたか。
大島氏：PC に触ったこともないス

タッフもいましたので、最初は不安

だったようです。そこで、旧病院の

談話室に PC を置いて、インターネッ

トの利用や年賀状作成などができる

ようにして、まず PC に慣れてもら

える環境をつくりました。しかし、

HOPE/EGMAIN-NX の操作自体が

難しくないので、結果的にオペレー

ションで問題が出るようなことはあ

りませんでした。当院には年配の医

師もいますが、皆自分でてきぱきと

入力できています。

PC に触ったことのない 
スタッフでも、容易に操作可能

Q：導入段階で苦労したのはどんな
点ですか。

大島氏：苦労したのは、やはりオー

ダリングシステムのイメージが、見

学してもシミュレーションを行って

もなかなかつかめなかった点です。

リハーサルは、外来と病棟で 5 回は

行いましたが、最後でようやく手ご

たえを得られました。特に、外来の

運用がなかなか難しく、患者さんの

流れや、情報入力と指示せんのプリ

ントアウトのタイミングなどを何回

オーダリングシステムの具体的
運用の共通理解からスタート

Q：導入準備はどのような手順で進
められましたか。

谷氏：まず、コ・メディカルと医事

課のスタッフを中心としたプロジェ

クトチームを組織して、“オーダリ

ングシステム”とはどういうものか

を理解するところからスタートしま

した。実際に稼働している施設の見

学を行うなど情報収集をしました

が、最初はなかなかイメージをつか

めず苦労しました。このプロジェク

トチームが、そのまま導入作業の中

核となりました。毎月 1 回委員会を 

開いて、段階を踏んで進めていきま

した。

Q：HOPE/EGMAIN-NXを選ばれ
た理由は何でしょう。

谷氏：最大の理由は、中小規模の病

院でのシェアが大きく、安定して稼

働している点です。オーダリングシス

テムは病院業務の基幹であり、止まら

ずに確実に診療が行えることが第一で

す。当院で、1994 年に導入した医事

会計システムが富士通製であったこ

ともあり、最終的に HOPE/EGMAIN-

NX に決定しました。

システム選定と導入準備
中小規模病院での安定稼働の実績から 
富士通製品を選択

導入メリットと今後の展望
さまざまな部門システムの同時導入で 
電子カルテに匹敵する情報共有を実現

検査、PACS、薬剤などの 
部門システムを同時に構築

Q：システム稼働後のメリットをど
のように評価されていますか。

谷氏：カルテは電子化していません

が、オーダリングシステムと同時に

検査、放射線画像、給食、薬剤など

の部門システムを導入しました。す

べての診察室には、オー

ダリング端末のほかに画

像表示用の高精細モニタ

を設置しています。これ

によって、画像や検査情

報がリアルタイムで確認、

参照でき、医師やコ・メ

ディカルスタッフの間で

共有でき、導入の目的の

ひとつだった業務の効率

化は実現されています。
上間　謙一

診療放射線技師長
田中 なおみ

臨床検査室主任

早石氏：診療面では、IT 化によっ

てスタッフ間での情報共有がスムー

ズになり、検査データや画像がどこ

でも参照でき、患者さんに見せなが

ら診察が行えますので、患者さん中

心の医療を行えることが最大のメ

リットではないでしょうか。

各部署で、入力作業の省力化と
転記ミス解消のメリットを実感

Q：部署ごとには、どのような変化
がありましたか。

上間氏：放射線科では、PACS を導

入してオーダリングと連携して、

フィルムレスでの運用を行っていま

す。オーダ情報の PACS への転送

によって患者基本情報の入力などの

手間がなくなり、オーダの間違いや

患者さんの取り違えのリスクが大き

く減少しました。フィルムレス化と
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合わせて、検査効率が向上したこと

で、サポートを含めて 2 名体制だっ

た検査業務を、1 名で行えるように

なりました。

田中氏：検査室でも、オーダリング

と同時に構築した部門システムに

よって、オーダから検査結果の返送

までオンラインで可能になりました

ので、オーダの間違いや確認の手間

などが格段に少なくなりました。検

体検査は院内と外注検査があります

が、院内ではオーダ情報をもとに検

査システムに情報を渡し、バーコー

ド発行から結果の取得まで自動で行

えます。外注検査の結果は、フロッ

ピーディスクで戻るデータを取り込

むことができるので、確実に迅速な

登録が可能です。

大島氏：医事の面では、オーダリング

システムに入力したデータが会計情報

となることで、カルテとの確認や計

算などの作業が簡単になり、患者さん

の会計待ち時間が短くなっています。

生涯電子カルテの実現も視野
に、現状はオーダリングシス
テムで十分な満足を達成

Q：システム運用での今後の課題は
何ですか。

谷氏：HOPE/EGMAIN-NX は、パッ

ケージ製品として完成度の高いシス

テムですが、細かい部分で病院の運

用に合わない部分を変更したい時

に、融通のきかないところがありま

す。パッケージ製品なので仕方がな

いのですが、根幹部分は別として細

かいところでもう少し柔軟性がある

と良いですね。

大島氏：病院の運用としての課題は、

システム化で紙が増えてしまったこ

とです。記録ではなく、予約票や基

本伝票など、運用上で必要な紙の出

力が増えています。新しい病院になっ

てフロアが広くなり、患者さんの動

線が複雑になったことも影響してい

るかもしれませんが、今後運用を含

めて検討していきたいところです。

Q：電子カルテ化についてはどうお
考えでしょうか。

早石氏：オーダリングシステムを導

入し、院内を IT 化したことで、診

療は便利になり、業務の効率化も図

ることができました。部門システム

との連携によって、診療情報がリア

オーダリングシステム
EGMAIN-NX 
（富士通）

検査部門システム

心電図

検査

放射線部門システム 給食部門システム

手術部門システム
（NXオプション） 

リハビリ部門システム
（NXオプション） 

薬剤部門システム

検体検査オーダ 

放射線オーダ 

移動給食情報 
注射オーダ 

処方オーダ 

リハビリオーダ 

手術オーダ 

波形図参照 

POSシステム
（富士通ゼネラル） 

表示板システム
（富士通ゼネラル） 

再来受付機
（富士通） 

予約情報 受付情報 会計情報 

患者情報 

会計情報 

画像参照 

医事システム
（富士通） 

会計情報 
呼出情報 

予約情報 

早石病院の HOPE/EGMAIN-NX システム構成図

ルタイムに把握できるなど、現状で

非常に高い満足が得られているの

で、電子カルテ化については、もう

しばらく保留してもよいのではない

かと感じているところです。

谷氏：地域に根ざした医療を行うう

えで、患者さんを長期的に診療した

データを 20 年、30 年と蓄積してい

ければ、既往がすべて把握できます

し、患者さんの信頼度も高まると思

います。電子カルテ化すれば長期に

わたり、診療データの蓄積が可能に

なるので、そのような地域医療にお

ける IT 化のメリットを、将来的に

は実現できればよいと思っていま

す。■
（早石病院の HOPE/EGMAIN-NX の導入
については、株式会社医療情報システム様

〈http://iryojoho.jp/〉のご協力をいただき
ました）

院内でのシステム運用の様子。外来診察室（左）、検査部門（中）、放射線科（右）。診察室には PACS の画像表示用モニタを設置して、フィ
ルムレスの運用を行うなど、部門システムがオーダリングシステムと連携して情報共有と運用の効率化を図っています。
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急性期から慢性期まで一貫
したトータルケアを提供

　一般病床112床、療養病床150床を

有する札幌しらかば台病院は、高齢化

率約20％の札幌市豊平区・月寒地域

において、1988年に開院しました。

地域における同院の役割について、遠

藤院長は、「急性期における高度な最

新医療から、多職種のチームによる慢

性期のケアまで、一貫したトータルケ

アを提供しています」と述べています。

　院内のIT化にも早くから着手し、

2005年にはHOPE/EGMAIN-FXを

導入、ペーパーレス、フィルムレスで

の運用を始め、多職種での情報共有に

活かしています。患者サービスにも力

を入れており、外来待合室はゆったり

と十分な広さが確保され、明るい色の

ソファを曲線的に配置するなど、アメ

ニティの充実にも力を入れています。

　今回、同院では、それらの患者サー

ビス向上の一環として新しい外来患

者案内ソリューションを導入、2010年 

11月から運用を開始しました。

電子ペーパーを搭載した 
電子カードホルダー

「NAVITTM」（携帯型無線端末）
を活用

　札幌しらかば台病院では、患者さん

の要望の多かった“待ち時間の可視化”

を図り、患者アメニティの向上を目的

として外来患者案内ソリューションを

導入しました。同院に導入されたのは、

電子ペーパーを搭載した電子カードホ

ルダー「NAVITTM」（携帯型無線端末）

によって、診察の進行状況を患者さん

が携帯したNAVITTMに送信して知ら

せるシステムです。

　これによって、従来、受診する診察

室の近くで待機する必要があった患

者さんが診察の順番を気にすること

なく、自分の好きな場所で待ち時間を

過ごすことができます。また、電子ペー

パーを搭載したNAVITTMの消費電力

は、従来の大型表示板に比べ1万分の

1であり、節電対策にも有効です（地

球環境負荷軽減として、CO2換算で年

間約1トンの削減効果を見込んでいま

す）。遠藤院長は「病院のIT化には、

スタッフの情報共有、業務の効率化な

どを目的に積極的に取り組んできま

した。外来患者案内ソリューションで

は、外来での患者サービスの一環とし

て、電子ペーパーという新しい技術を

使ったシステムを導入しました。いま

までにない新しいシステムの運用で

もあり職員も試行錯誤でしたが、患者

●病院データ●
〒 062-0052
北海道札幌市豊平区月寒東二条 18 丁目 7-26
TEL 011-852-8866
FAX 011-852-8194
URL http://www.kouwakai.or.jp

高齢化の進む札幌市豊平区において、地域住民に急性期から在宅を
含めた慢性期までのトータルケアを提供すべく開院した札幌しらかば
台病院。早くから院内IT化に取り組んできた同院では、2010年 
11月から電子ペーパーを搭載した電子カードホルダー「NAVITTM」 

（携帯無線型端末）を利用した外来患者案内ソリューションを導入し、
患者サービスの向上と、業務の効率化をめざしています。

電子ペーパーによる診察進行状況の 
可視化で、待ち時間の不安を軽減

特定医療法人康和会 札幌しらかば台病院

遠藤　高夫 院長

電子カードホルダー　「NAVITTM」
約 10 センチ×11センチ、厚さが 8 ミ
リのカード型の携帯無線端末で、表
示部には富士通が開発したカラー電
子ペーパーを搭載、無線通信には富
士通独自のプロトコル（FBStarTM）
を採用し、多数の端末を低消費電力
で運用が可能

建嶋　優紀
診療情報管理課長

hope14_topicsしらか�台.indd   26 11.7.5   1:46:37 PM
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サービスの向上に一定の成果を上げて

います」と述べています。

　NAVITTM採用の理由について、診

療情報管理課の建嶋優紀課長は次の

ように言います。

　「以前から、患者さんから“どのぐ

らい待つのか知りたい”という要望が

強くあり、それを実現するためのシス

テムを検討していました。当院では、

高齢の患者さんが多いこともあって、

患者さん自らが操作を行うなどの負担

をかけてしまう再来受付機や精算機の

導入を見送り、それにかわる人にやさ

しい、案内表示装置と連動する新しい

ソリューションを探していました。情

報がリアルタイムに更新できる電子

ペーパーを使ったNAVITTMによっ

て、スタッフが患者さんをサポートし

ながら利便性を向上できるシステムの

構築を期待して導入しました。運用に

あたっては、新しいソリューションで

もあり、患者さんに対しては“試験導

入”として、システムへの評価のアン

ケートを行うなど、職員を含めて患者

さんの反応を確かめながら運用を進め

ています」

診察室への呼び込み操作と 
連動して診察の進行状況を 
無線で配信
　受付から診察までの流れは次のよう

になります。

　外来で受付後、NAVITTMにICカー

ドをセットし、滅菌したネックスト

ラップつきの透明ケースに入れて患者

さんに渡します。ここで、総合案内係

が 患 者 さ ん1人 ひ と り に 対 し て

NAVITTMの機能と呼び出しまでの流

れを説明しますa。

　NAVITTMを受け取った患者さんは、

診察の進行状況を手元で確認しながら

無線通信が届く院内の好きな場所で診

察までの時間を過ごしますb。

　病院側の操作では、画面上で患者さ

んをドラッグ・アンド・ドロップして、

診察室を決定します。以後の診察待ち

人数のカウントダウンは、医師が次の

患者さんを診察室に呼び込む操作をす

ることで、自動的に行われますc。そ

して最後のアラーム音と振動、電子

ペーパーの表示によって、患者さんは

自分の順番がきたことを知り、診察室

に入ります。NAVITTMは、診察後の

会計時に回収します。

　同院では、近く診察券のICカード

化を予定しており、 それによ っ て

NAVITTMにICカード型診察券を挿入

するだけで受付が完了し、一層スムー

ズな運用が可能になります。また、同

院では、NAVITTMだけでなく大型

LCDモニタをロビーに設置しており、

ここにも診察室ごとの順番待ち表示を

するようにしています。

ワーキンググループで 
検討しコミュニケーション
を基本とした運用に

　NAVITTMの導入にあたっては、診

療情報管理課を中心に運用に関係する

外来看護師、医事課、地域医療連携室

の各部門からなる計10名のワーキン

ANAVITTM には、今日の診察室の
予約などの情報が配信されます。

NAVITの表示画面  

内科   
小児科   

今日の予定を受信   

10：00   内科
11：00   消化器科

予定どおり   
30 分遅れ   

BNAVITTM には、診察の進行状況
が無線で配信され順番を確認で
きます。

C 情報を受けた NAVITTM は、ア
ラーム音と振動で順番がきたこと
を伝えます。

外来受付後、総合案内係が
NAVITTM の使い方や診察ま
での流れをパンフレットを
使って説明します。

診察の順番がくるまで、患者
さんは院内の喫茶室など好き
な場所で時間を過ごします。

最後に、診察室で医師が“患者呼
び出し”ボタンをクリックするこ
とで順番がきたことを NAVITTM

に知らせます。

電子カードホルダー「NAVITTM」の運用

案内情報を受信

内科
院内でお待ち下さい。   

５人待ち   
３診   

呼込みを受信

内科
診察室へお入り下さ
い。

３診   

hope14_topicsしらか�台.indd   27 11.7.5   1:46:39 PM
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ググループが組織されました。メン

バーは各部門内で意見を調整し、とり

まとめてワーキンググループに提示

します。当初は月に1回、導入直前に

は週に1回の頻度で会合が持たれ、

2010年11月からの新システム導入に

向けて、話し合いが行われました。

　外来の患者案内業務について、関係

するそれぞれの部署の役割分担を明

確にしました。外来看護師は診察順番

管理と診察室への呼び込み業務、医事

課は受付とNAVITTMの発行、そして

地域医療連携室はNAVITTMの説明な

どを分担しました。特に患者さんに

NAVITTMの使い方を理解してもらう

ために、外来の流れとNAVITTMの実

際の画面を印刷したパンフレットを

用意して、スタッフによって説明が異

ならないように統一しました。

診察の進行状況を可視化
することで患者、スタッ
フ双方のストレスを解消

　遠藤院長は、NAVITTMによる運用

の効果を次のように評価します。

　「これまでは、順番がくると看護師

が患者さんを呼び入れていましたが、

NAVITTMでは進行状況がわかります

し、自分の番がきたことを音と振動で

伝えてくれます。NAVITTMのサイン

だけで自分から診察室に入ってくる

患者さんもいます。自ら入室しない患

者さんは看護師が呼び入れますが、

NAVITTMのアラーム音や振動で立ち

上がっている場合もあり、患者さんを

見つけやすくなったと外来看護師は

評価しています。いつ呼ばれるかわか

らないという不安感は解消できたの

ではないかと考えています」

　さらに、高齢者では名前で呼びかけ

ても正確な本人確認ができない場合

がありますが、NAVITTMに表示され

ている番号を確認することで、患者さ

んの誤認がなくなったとのことです。

　同院では、無線アクセスポイントを

1階のフロア全域と、2階リハビリ室、

3階の食堂に設置していますが、実際

には患者さんは診察室の近くで待機し

ていることが多いようです。建嶋課長

によれば、「高齢の患者さんや介助が

必要な方が多いのであまり移動されな

いようですが、余裕があれば待ち時間

に食堂や喫茶室を利用できるように環

境を整備しています」とのことです。

　患者さんからは、「自分の順番が表

示されることで、待ち時間の見当がつ

くようになった」、「待っている間のイ

ライラがなくなった」、「時間を有効に

使えるようになった」、との肯定的な

意見が聞かれます。特に高齢の患者さ

んにとっては、いまトイレに行っても

よいかどうかの判断ができることが

有用なようです。また、要介護の患者

さんを複数連れてこられる施設の介

護者にとっては、非常に便利になった

と評価されています。

　

検査や会計待ちの情報配信
など、患者サービスの 
さらなる向上をめざす

　現状では仮のICカードを用いてい

るため、受付時に患者情報を登録して

いますが、予定されている診察券の

IC化が行われれば、医事課での受付

業務の軽減につながることが期待さ

れます。遠藤院長は、「今後は、診察

待ちだけでなく、検査やリハビリ、 

会計業務まで広げて運用していけれ

ば、院内IT化による患者アメニティ

の向上として一層利便性が高まりま

す」とNAVITTMの可能性に期待して

います。

　さらに、無線アクセスポイントを利

用した位置情報を把握できる機能が

追加されれば、認知症の患者さんの見

守りなどへの応用も期待でき高齢者

の多い施設にとってもメリットがあ

るとのことです。

　電子ペーパーと無線を使った新し

い外来患者案内ソリューションは、こ

れまでの案内業務のフローを大きく

変える可能性を秘めています。また、

電子カルテやICカード型診察券など

と連動することで、運用に必要な用紙

や表示モニタ、受付機などのハード

ウェアを削減して、省エネやCO2削

減の効果も期待されます。第1号導入

病院である札幌しらかば台病院での

成果が製品にフィードバックされる

ことで、さらなる進化が期待されま 

す。■

電子カードホルダー導入ワーキンググループのメンバー
前列左から、外来看護師の増井佳織係長、若月由美看護師、齊藤奈穂子看護師
後列左から、医事課の宮島慶一郎係長、渕上可奈子外来係、地域医療連携
室の坂田麻衣子係長、診療情報管理室の佐藤恵子情報システム係、建嶋優
紀課長、地域医療連携室の和田美恵総合受付係
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●編集後記
◆ 3 月 11 日、その時、汐留の超高層ビルはゆっくりと大きく揺れました。緊急地震速報の警報音
が職場のあちこちで何度も鳴り続け、電車はストップし、当日は事務所で泊まりました。被害の甚
大さを詳しく知ったのは、翌日帰宅してからでした。（松）
◆東日本大震災被災地の一日も早い復興を祈念申し上げます。紙資源が厳しい状況ですが、どうに
か発行に漕ぎ着けることができました。（香）
◆計画停電経験しました。電気と月の光のありがたみを実感しました。（平）
◆このたびの東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。私自身、過度な自粛を
止め、何かひとつでも経済浮揚に役立つ事が出来ればと思っています。そして、政治も国民目線で一刻も
早い決断、行動をお願いするばかりです。被災地の皆様の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。（岩）
◆未曾有の東日本大震災は、今までの私の考えが根本から覆され、当たり前に使用していた電気の
大切さを改めて考えさせられました。（池）
◆震災の影響で、イベント関係はほとんど中止となり、HOPE VISION の発行も危ぶまれましたが、
本当に発行できて良かったです。（津）
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富士通医療ソリューション・トピックス　特別編

　富士通グループヘルスケア部門で
は今回の震災後、グループ全体で被
災された病院、診療所のお客様のシ
ステム復旧に取り組んでまいりまし
た。震災の影響は東北地区だけでな
く各地にいろいろな形で及びました
が、その中から東北地区での活動を
報告いたします。これから述べる活
動は業種を問わず、富士通グループ
全体で実施されました。
　震災の翌日、富士通グループのヘ
ルスケア部門は被災された病院、診
療所のお客様の状況把握とシステム
復旧のため、東北支社（仙台）に震
災対策本部を立ち上げました。震災
への対応は現地だけでなく全社を挙
げて行う必要から、翌週、ヘルスケ
アソリューション事業本部（東京）
と毎日 2 回朝夕にテレビ会議を実施
し、情報共有を図りました。しかし、
震災から間もないころは、病院の職
員の方や入院患者さんが、今を生き
るために、一番必要としていた水、

カップ麺、米、生活用品などを支社
担当者が、差し入れするなど、生活
物資のご支援が何よりも喜ばれま 
した。
　東北 6 県の 1100 施設を超える
お客様の状況把握は、富士通グルー
プ、富士通パートナーが連携を取り、
被災状況、システム稼働状況を中心
に行いました。当初は通信インフラ、
交通インフラが途絶える中で、確認
作業ですら難航しました。震災発生
か ら 約 2 週 間 後 の 時 点 で は、
1100 施設のうち約 270 施設が病
院で、そのうちシステムが起動でき
ない病院が 5 施設、連絡がつかない
病院は 19 施設ありました。また、
診療所約 850 施設のうち約 50 施
設は、サーバ、パソコンを含む機器
の供給やシステム設定変更、確認な
ど何らかの対処が必要であることが
わかりました。その中には残念なが
ら廃業された診療所もありました。
　システム復旧は、主に地震、浸水

による機器損壊への対応でした。富
士通が保有する機器を供給してシス
テム復旧を図りました。また、機器
は損壊していないものの、現状保有
する機器の台数では、被災によって
急増する患者に対応が追いつかず、
機器を追加するためパソコンを供給
したケースもありました。
　そのほかの震災による影響では、
電子カルテシステムなどの新システ
ムの稼働準備をしていた数病院で稼
動延期を余儀なくされました。また、
新システムご検討のお客様の中に
は、早くも今後の災害対策を考え、
クラウド型集中データセンターでの
情報保有を希望されるご意見もいた
だいております。
　今後も富士通グループでは、今回
の震災で経験したことを踏まえ、よ
り一層「お客様起点」に基づいて、
お客様とのパートナーシップを築い
ていきたいと考えています。■

─お知らせ─
　このたびの震災の影響と電力不足に配慮して、弊社としましては、節電に最大限協力する方針をとり、今夏
（2011 年夏）までは、多くの電力を使用する製品紹介イベントの実施を控えることにいたしました。本誌で毎
回紹介しております“富士通病院経営戦略フォーラム（5月東京開催）”、“国際モダンホスピタルショウ（7月
東京開催）”も、今年は実施を見送っております。ご期待されていた読者の皆様には、大変恐縮でございますが、
本事情をご理解、ご賢察いただきますようお願いいたします。

東日本大震災　FUJITSU　Report
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